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（審議経過） 

１ 開会挨拶 

（鈴木課長） 

 本日は皆様、お忙しい中お集まりいただ

きまして、ありがとうございます。 

 定刻になりましたので、令和７年度第５

回足立区男女共同参画推進委員会を開催い

たします。 

 当委員会は、足立区男女共同参画推進委

員会規則の第４条に基づきまして、総委員

の半数以上の委員の出席がなければ会議を

開くことができないとなっております。本

日、15名の委員のご出席をいただいており、

委員会が成立しておりますことをまずご報

告させていただきます。 

 続いて、会議の公開についてです。同規

則の第５条により、当委員会は公開するこ

ととなっております。あわせて、会議録の

作成が必要となっております。委員の皆様

のご発言につきましては、後ほどご発言内

容をご確認いただいた上で、ホームページ

などで公開する形となります。議事録作成

のためマイクを通しての録音をしておりま

すので、恐れ入りますが、発言の前にお名

前をおっしゃってください。 

 また、本日は傍聴人の方もお見えになっ

ておりますので、ご承知おきください。 

 早速ですが、次第に沿って進めてまいり

たいと思います。 

 まずは、開会のご挨拶を石阪委員長より

お願いいたします。 

（石阪委員長） 

 皆さん、こんにちは。明けましておめで

とうございますですね。 

 前回の会議は年末でしたけれども、よい

お年をでしたが、もう１か月たってしまい

ましたが、まさかの選挙で非常に大変な時

期に皆さんお集まりいただきました。 

 本日ですけれども、今年度最初というか、

最後ですけれども、ヒアリングを実際やる

ということで、今お越しいただいています

が、シティプロモーションの方お二人にお

越しいただいて、前の年ですね、最後の会

議のときに皆さんから出してもらった質問

をまず私のほうからさせていただいて、も

し時間があれば皆さんのほうからもいろい

ろと質問いただいて、足立区の広報という

よりは、今回の場合は男女共同参画に係る、

実際は皆さんのお手元にあるこの表現ガイ

ドの活用であったりとか、こういった男女

共同参画に配慮したような広報が実態とし

てはどのような感じなのかというのを伺っ

てまいりたいと思っています。 

 それでは、早速ですけれども、議事を進

めていきたいと思いますが、まず、よろし

くお願いいたします。 

（鈴木課長） 

 では、まず、お手元の資料の確認をさせ

ていただきます。 

 １枚目が次第となっております。２枚目

以降は資料となっております。 

 順番に、資料１が第４回足立区男女共同

参画推進委員会の要点になっております。

資料２、本日の出席者の一覧です。資料３、

本日実施いたしますヒアリングの代表質問

の一覧になります。そして資料４、広報物

相談シートとなります。 

 次に、参考資料です。あだち公的表現ガ

イドと、令和３年度に実施いたしました足

立区男女共同参画に関する区民意識調査の

報告書、冊子ですね、分厚い冊子になりま

す。あとは当課で実施しております講座、

イベントのチラシを３枚お配りしておりま

す。 

 不足等ございませんでしょうか。 
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２ 前回（１２／２２開催）のふりかえり 

（鈴木課長） 

 それでは、引き続き次第に沿って進めさ

せていただきます。 

 次第の２、12月22日開催第４回推進委員

会のふりかえりですが、資料１に沿って簡

単に説明させていただきますので、資料１

をお手元にお開きください。 

 前回は、まず項番１、シティプロモーシ

ョン課へのヒアリングについて議論を行い

ました。本日第５回の推進委員会で、あだ

ち公的表現ガイドの活用状況についてシテ

ィプロモーション課へヒアリングを行うの

ですが、その代表質問案について意見を出

し合いました。 

 主な質問内容としましては、１つ目、広

報物等のチェック体制について、２つ目、

具体的な改善事例や担当課が自主的に修正

した事例はあるのか、３つ目、公的表現ガ

イドが全職員に認識されているのかなどが

挙げられまして、本日、委員長が代表して

質問し、時間があれば皆さんからもご発言

いただくことなります。 

 また、この公的表現ガイドの活用を働き

かける際には、否定的な表現は避けたほう

がよいのではというご意見もありました。 

 続きまして、項番の２になります。性別

役割分担意識についてです。 

 当初、Ｃ４ｔｈを利用して小中学生の保

護者に独自のアンケートを実施しようと考

えていたのですが、そのＣ４ｔｈが活用で

きないことが判明し、令和８年度に実施す

る大規模な区民意識調査に設問を統合し、

内容を充実させることになりました。 

 そこで、前回の設問を基に、令和８年度

区民意識調査に向けた設問の検討を行いま

した。 

 主な意見といたしまして、家事・育児だ

けでなく、子どもの病気対応など家族の日

常的な介護や看護の負担が女性に偏ってい

る実態を把握できるものを加えられないか、

男性の活躍に関する設問も必要ではないか、

回答者数が多くなるような設問の工夫が必

要ではないかといったご意見が出されまし

た。 

 簡単ではございますが、前回の振り返り

としましては以上となります。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。何か補足するこ

とありますか。前回の。 

（内藤委員） 

 前回の今のふりかえりありがとうござい

ます。資料１のところの、特に１の（２）

公的表現ガイドの話のところ、ちょっとま

だあれですよね、議事録はまだ回覧してな

かったですよね。 

（鈴木課長） 

 はい。 

（内藤委員） 

 ちょっと確認ができなかったのであれな

んですけれども、恐らくこれは、これは駄

目という否定的な表現が駄目だという話に

はなったんですけれども、その理由として

それだけ言ってもみんな気づかないことを

説いていくから、ちゃんと理由を、こうい

う理由で駄目なんだということも追加して

情報提供する必要があるんじゃないか、こ

うするとみんな気持ちよく普通の生活を送

れるということを前面に出したほうがいい

んじゃないかというふうな話になったよう

な気がするので、そのポイントを押さえて

いただければ。 

（石阪委員長） 

 そうですね。駄目と書くことが駄目なん

ではなくて、なぜ駄目なのか、逆に言えば

これをすることによってより区民の生活が
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向上するとか意識が高まるという、だから

やめたほうがいいという。 

（内藤委員） 

 はい。そのときには、表現としてはこれ

は駄目という言い方よりも、だからこっち

のほうがいいよねと、みんな、そういう言

い方になるよねという話だったんですが、

途中のほうが大事かなと思います。 

（鈴木課長） 

 ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 そのあたりは、こちらはまだ議事録のチ

ェックがあるので、そこでまたお願いでき

ればと思います。 

 ほかはよろしいですかね、こちらについ

ては。 

 では、続いてお願いします。 

 

３ 広報・啓発に関するヒアリングについ

て 

（鈴木課長） 

 続きまして、次第の３、広報・啓発に関

するヒアリングについてです。 

 本日は、足立区シティプロモーション課

より栗木課長、鈴木プロモーション係長に

ご出席いただいておりますが、質問によっ

ては多様性社会推進課長の私からお答えさ

せていただきます。 

 また、前回の推進委員会では、ヒアリン

グを40分程度予定とお伝えしておりますが、

委員長とご相談させていただきまして、も

う一つの性別役割分担意識に関する提言に

関しての審議を深めるため、本日のヒアリ

ングは30分間とさせていただきました。 

 それでは、これからの進行は石阪委員長

にお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

（石阪委員長） 

 本日は、お忙しいところ、どうもありが

とうございました。本委員会としては、こ

の公的表現ガイド、これがどのような形で

使用されているのかを実際皆さんと議論し

たんですけれども、そのときにやっぱりシ

ティプロモーション課としてこちらをどう

活用し、また、全庁的にどうこれを活用し

ているのかも含めてお話を伺いたいという

ことで、前回の会議で質問を幾つか挙げさ

せてもらいました。こちら事前に行ってい

ますかね。 

（栗木課長） 

 はい、いただいています。 

（石阪委員長） 

 今、皆さんのお手元にも資料３として代

表質問７つにまとめさせていただいていま

す。まず私のほうからこちらを質問させて

いただいて、皆さんこれ以外の例えば質問、

もしあれば、お時間の許す限り質問いただ

ければと、こんな形で進めていきたいと思

います。 

 これは議会じゃないので大丈夫です。先

生いらっしゃいますけれども、もっとざっ

くばらんと、問い詰めるようなことは全然

しませんので、むしろ現状をちょっと伺い

たいというようなことです。 

 それでは、進めてまいります。まず、１

つ目の質問ですけれども、広報物等のチェ

ック体制がどのようになっているのか、ど

のような視点でチェックしているのかとい

うことなんですが、広報物をチェックされ

ているのはシティプロモーション課という

ことですので、実際どんなチェックをして

いるのか、これを教えていただいてよろし

いでしょうか。 

（栗木課長） 

お答えする前にシティプロモーション課

のチラシ、広報物の制作支援のちょっと概
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要をお話しさせていただいてもよろしいで

しょうか。 

 大体１年間で600件ほどチラシ、冊子、い

ろんなものを手掛けさせていただいて…… 

（石阪委員長） 

 これ動画とかも入っているんですか。 

（栗木課長） 

 動画も入ります。 

（石阪委員長） 

 全部合わせて600件と。 

（栗木課長） 

 そうです。外にＰＲとして出ていくもの

はシティプロモーション課のほうで制作の

支援をしているということになります。 

 プロモーション係というところが中心で

やっているんですが、それがプロモーショ

ン係長の鈴木を筆頭に、係長が重要案件で

したりとか、あと、ちょっともめるような

困難案件のところには入る、それ以外は４

人の職員がチラシの制作支援のほうに関わ

っているというところがまずベースにあり

ます。 

 ご質問がチェック体制というふうになっ

ているんですが、うちはチェックというよ

りも、企画つくりますよという段階から、

企画のところから一緒に…… 

（石阪委員長） 

 出てきたものをチェックするんではなく

て、もう企画の段階から一緒に。 

（栗木課長） 

 そうですね、はい。急ぎで所管がつくっ

たものをチェックするときもあるんですけ

れども、基本は企画の段階からその見た目

の話、デザインの話、コピーの話以外でも、

どこに配布するとより区民の皆様に届くの

かというところも含めてやらせていただい

ております。 

 その中で公的表現ガイド的なチェックと

いうところのご質問でいくと、お手元にお

配りさせていただいていると思うんですが。 

（石阪委員長） 

 資料４ですね。 

（栗木課長） 

 はい。必ず広報物の相談に来てくれた所

管と一緒にこれをつくります。広報物の作

成シートというものがありまして、そこの

項目の一番下のほうですね、３の確認事項

というところで、上から２つ目ですね。あ

だち公的表現ガイドに基づいて云々という

ところのチェックを必ずするという。これ

は企画の段階で相談するときもそうなんで

すけれども、最終的に出来上がった後、も

う一回このシートで振り返るということで、

なるべく抜け漏れのないような形で進めさ

せていただいております。 

（石阪委員長） 

 これは、ですから初校、区長入れとか、

入稿とかいろいろありますが、その都度こ

れをやっぱり出すという、そういうことで

すか、それとも最初にこれを…… 

（栗木課長） 

 このシートは最初につくります。カルテ

っぽい感じですね。 

（石阪委員長） 

 分かりました。ですので、この確認事項

のところにあだち公的表現ガイドに基づい

て、ジェンダーや障がい者の様々な人たち

に配慮した表現やイラスト・写真を用いて

いる。チェックがあるかどうかということ

ですね。こういうことを使っているという

ことになります。 

 ですので、チェック項目の中、チェック

項目と言い方は変ですけれども、確認事項

の中に公的表現ガイドが入っているという

ことになります。実際、全ての媒体につい

てはこちらが添付されるということですの
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で、この裏も含めてちゃんと担当課が確認

できるようになっていると。 

 じゃ、１つ目については、こういったも

のを活用しなからチェックをしていると。 

 ２つ目です。実際に公的表現ガイドに基

づき修正した事例、どのような項目で修正

したのか、また、修正となった件数ですけ

れども、こちらいかがでしょうか。 

（栗木課長） 

 これは、チラシ制作、支援担当している

職員全員にも聞いたんですけれども、ちょ

っと件数までは分かりかねるんですけれど

も、最近ではここ配慮してないよねと言わ

れて書き直すとか、イラストを描き起こし

てもらうとかというのはほぼないです。 

 今年度、私、みんながつくったものを必

ず係長、課長は見て、そこから区長に行く

んですけれども、私が今年度一回あったの

が、親子、家族の絵を描いてあるイラスト

があったんですけれども、お父さんとお母

さんと赤ちゃんみたいな、そういうのがあ

って、それは新採の職員が担当していた案

件になるんですけれども、やっぱり今、広

報紙でもそうですけれども、昔からお父さ

ん、お母さん、子どもというイラストの出

し方は私たちしないので、そこはもうちょ

っと多様な家族の形態があるので直そうね

というので、私の記憶する限りではその１

つがあったかなということ。 

（石阪委員長） 

 これはちなみに、どういう修正をかけた

かって覚えていらっしゃいますか。お父さ

ん、お母さん、子どもという、赤ちゃんで

すかね、子どもかな。 

（栗木課長） 

 お父さん、お母さんを最終的にやめたん

だよね。何となく家族っぽい感じをやめた

という。お母さんと子どもでも、物によっ

てはお父さんと子どもだっていいじゃない

というのもあると思うので、何となくこの

固まりが家族ですよみたいな見え方にしな

いような人の置き方というデザインに変え

たという。 

（石阪委員長） 

 人がばらばらという感じにしたと。 

（栗木課長） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 そういったことがあるけれども、実態と

してはあまりこういった修正した事例とい

うのはほとんどないという。 

（栗木課長） 

 今は、本当に私、シティプロモーション

課で今８年になるんですけれども、その昔

から比べるとかなり、各所管があらかじめ

配慮しているというところは確実に上がっ

てきているとは思います。 

（石阪委員長） 

 もっと言うと、この公的表現ガイドが実

際に皆さんで共有するようになってからは

減ったということですか、それともこれと

は関係なく。どうでしょう。 

（栗木課長） 

 私の記憶する限りなんですけれども、こ

の公的表現ガイドって令和５年の４月から

できていて、その前の年から半年以上かけ

て新しいものをつくるというのをやってい

たんですね。それシティプロモーション課

も入って、区長も入って、あと専門の方々

のご意見も反映してというところの中で、

その当時、竹ノ塚の立体交差のポスターの

ところに障がい者の方も入っていなかった

とかというのもあって、あの年に物すごく

みんな表現ということに目を向けた年だっ

たと私は記憶していて、それは所管課にと

どまらず、いろんな所管がイラストには配
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慮しないといけないなというところの一時

期、多分、公的表現ガイドにも載っていま

すけれども、それで最終的にシールを貼る

という対応になったんですよ。車椅子、障

がいをお持ちの方も入っているよというと

ころで。 

（石阪委員長） 

 これ５ページですかね、踏切のない。 

（鈴木係長） 

 はい、５ページの。 

（石阪委員長） 

 竹ノ塚という、表現ガイドで言うと、こ

れはピクトグラムを加えたということです

ね。車椅子の方と妊婦の方のね。 

（栗木課長） 

 そうです、はい。これは最初から配慮し

ないと最終的にそういうふうにできている

ものにシールを貼るとか、そういうことに

なってしまうというところで、みんな最初

からいろんな方に配慮して広報物をつくろ

うという、そういうマインドはあの年に結

構植えつけられたんじゃないかなというふ

うには感じます。 

（石阪委員長） 

 恐らくそれを基に公的表現ガイドができ

たというところもあるのかも、順番として

はどっちなんですか。 

（栗木課長） 

 順番としては、同じぐらいの時期だった

と。これのほうが多分、竹ノ塚のほうが前

だったと思います。これがきっかけで公的

表現ガイドができたわけではないような気

がしているので、これは多分、計画の策定

のときにできたものだと思うので。 

（石阪委員長） 

 分かりました。 

 今のお話を伺っていると、最後に出てき

たものをチェックするというスタンスでは

なくて、最初から、制作段階から関わって

いるということで、途中で大幅な修正がか

かるということは恐らく少なくなったとい

うことですね。 

（栗木課長） 

 今は本当に少なくなったと思います。 

（石阪委員長） 

 一緒につくり上げているというイメージ

ですので、件数といってもほとんどないと

いうことでよろしいですか、そうすると。

駄目と言って突き返したというケースです

ね。 

 じゃ、続いて３番、判断に迷う事例がこ

れまであったか。どのような事例で判断に

迷ったか。実際に上がってきた中で、こう

やって議論していくプロセスの中で、これ

はどういうふうにしたらいいかなというこ

とがあったかどうかですね。こちらはいか

がでしょうか。 

（栗木課長） 

 これはシティプロモーション課としては

ないですね。判断に困るということはない

ですね。 

（石阪委員長） 

 多様性社会推進課のほうはどうでしょう。

何か具体的に例えば講座のポスターとかも

ろもろやるときに、今まで判断に迷ったと

いうケースはあまりないかな。 

（鈴木課長） 

 そうですね、今のところはないですね。 

（石阪委員長） 

 ちなみに、もしそういう案件が出てきた

ときに、このシティプロモーション課だけ

で解決するのか、例えばこういった庁内連

携みたいなことが実際あるのかどうか、こ

の辺のプロセスってどうでしょうか。 

（栗木課長） 

 そうですね、うちが最終的なジャッジを
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する所管ではないので、もしそういうとき

に迷いが出てきた場合は、やっぱり多様性

のところに専門的な見地からアドバイスも

らったりとかということで進めると思いま

す。 

（石阪委員長） 

 システムとしてはそういうこともあり得

るということですね。 

（栗木課長） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 ４番目ですね。続いて、シティプロモー

ション課からの指摘ではなく、担当の自主

的な判断で多様性の視点から修正した事例

はありますか。これは修正の話ですけれど

も。 

（栗木課長） 

 これは先ほどのお話ともつながってくる

んですけれども、各所管も意識はしている

んですね。最終的なアウトプットでまだ道

半ばの部分はあるかと思うんですけれども、

かなり所管も気を使っているので、多様性

の視点から修正というか、つくる前の段階

からそういう配慮というのはやっているん

じゃないかなというふうに思います。 

 なので、私たちのところに出てきたとき

にびっくりするような、全然配慮してない

ねみたいなものはないですね。 

（石阪委員長） 

 じゃ、これもある程度担当課のほうで自

主的にこういった様々な研修なのか取組な

のか分かりませんけれども、こういうのを

見てそういうことが少なくなっているとい

うか、なくなってきたということでよろし

いですか、そうすると。 

（栗木課長） 

 はい、というふうに感じています。 

（石阪委員長） 

 でも、600あるわけですから、出てくるの

が、そうするとかなりもう、あれっという

ことはほとんどないと考えていいんですか、

その600を。 

（栗木課長） 

 そうですね、600の中も必ずしもイラスト

が入るものばかりではないということだっ

たり、人が入るものではないものもあるの

で、そこのところはそこで描き直しみたい

なのは近年ないと思います。 

（石阪委員長） 

 あとは、文字情報でもあまりそういうの

はないですか。例えばここに、表現ガイド

の中にもいろいろ使い方というのがありま

すけれども、営業マンとかサラリーマンと

か、そういうのもこの中に入っていますけ

れども、いかがでしょう。このあたりもチ

ェックは引っかかるということがあまりな

いと。僕は、結構表現はひょっとしたらあ

るかもしれないな。 

（鈴木係長） 

 シティプロモーション課の鈴木と申しま

す。 

 結構つくるのが事業のＰＲだったりする

と、あまりそういった表現に引っかかるよ

うな表現がなかったりするので、例えば講

座の紹介とかだとそういうのはあるかもし

れないんですけれども、そういったところ

でも基本は皆さん配慮して、最初の段階か

らこういう表現はちょっと配慮して直して

きていますとか、そういったことを言って

いただいて相談入ることも多いので、基本

的にそこまでないかなと認識しています。 

（石阪委員長） 

 分かりました、ありがとうございます。 

 続いてですが、今度は外からの意見です

ね。区の広報物等について、区民から多様
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性に関する意見、これポジティブなもの、

ネガティブなものとあると思うんですけれ

ども、何か寄せられたということがあるか

どうかですが、いかがでしょうか、こちら

は。 

（栗木課長） 

 そうですね、我々は広報物の制作の支援

なので、出た先の区民の皆さんのお声が私

たちのところに届くということはなくて、

届いているとすると各所管のほうに届いて

いるのか、それか多様性のほうに届いてい

るのかなというふうに思います。 

（石阪委員長） 

 シティプロモーションには直接来るとい

うことではないんですね。 

（栗木課長） 

 ないですね。 

（石阪委員長） 

 じゃ、例えば多様性はいかがでしょうか。

今まで何かこれはちょっとおかしいんじゃ

ないかとか、これどういうことですかと。 

（鈴木課長） 

 私、この４月に来たばかりですけれども、

この１年間の中では全くそういったことは

ないです。ほかの職員にも一応聞いてみた

んですが、これまでもそういった問合せと

か意見というのはなかったと聞いておりま

す。 

（石阪委員長） 

 なるほど。 

 ちょっと関連してこの⑦のほうに飛びま

すけれども、この「ワケあり区、足立

区。」というポスターがあったと、これは

女性に偏っていたようにも感じるけれども、

具体的にその人選はどうなのかという、実

はこの中であった意見なんですが、これは

どうなんでしょうか。 

（栗木課長） 

 これって実は６つのクリエイティブのポ

スターがあって、３つの事業、子育てとや

りたいがかなうというのと、あと来訪、足

立区に来てくださいという、その３つの軸

で２つずつポスターをつくっているんです

ね。そこの中で何をご覧になったのかがち

ょっと分からないんですけれども、男性は、

６枚中３つには男性は写っていますし、な

ので女性に偏っているという認識は私ども

は思っていないというところと、あと男性

だけのポスターも。ちょっと回せる。 

（石阪委員長） 

 男性だけが１つかな、そうすると。 

（栗木課長） 

 男性だけが１つというのも、これはオン

ライン薬局をやられている、今回させてい

ただきますけれども、これは創業プランコ

ンテストでグランプリ獲られた方をクリエ

イティブでご協力いただいているんですけ

れども、それ以外の人選でいうと、あと来

訪ですね。来訪のところは、これは東京未

来大学の学生さん。これはゼミの先生にお

願いして、来訪でポスター載ってもいいよ

という学生さんいないかを募りました。募

って出てきたのがこの２人だったというと

ころです。 

（石阪委員長） 

 この２人は男女。 

（栗木課長） 

 これは２人とも女性です。 

（石阪委員長） 

 女性２人。 

（栗木課長） 

 はい。これ女性だけに声かけているわけ

ではなくて。 

（石阪委員長） 

 かけたらこの２人がオーケーだったと、

そういうことですね。 
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（栗木課長） 

 そうです、ゼミ生でポスター。これ広く

展開、区外にも展開されるものなので、本

当にオーケーと言ってくれる人じゃないと、

後々やっぱり嫌ですとなっちゃっても困る

のでというご希望を取ったときに２人だけ

やってもいいというふうにおっしゃってく

ださったお二人になります。 

 親子さんも載っているんですけれども、

子育てのところ、これは私たちも子育ての

方たちにどうアプローチしていいか、見つ

けたらいいか分からなかったので、子育て

サロンで区内にあるんですけれども、そこ

で利用者さんでご協力いただける方いませ

んかというので所管にお願いして募ったと

ころ、協力してもいいよという親子さんが

いらしたので採用させていただいたと、ご

協力いただいたという流れになります。 

（石阪委員長） 

 なるほど。ですので、これは別に恣意的

にとか、何か作為的ということではなく、

いろいろ依頼をして、オーケーだった方に

ご登壇いただいていると、そういうことに

なりますかね。 

（栗木課長） 

 そうです、はい。 

（石阪委員長） 

 ということで、実際に写っている数も何

対何ぐらいなんですかね、そうすると。 

（栗木課長） 

 これは、子どもの性別も入れていいので

あれば。 

（石阪委員長） 

 そうか、そうか。 

（栗木課長） 

 なので、これが半分ずつじゃなければい

けないというのもそれもちょっと違うのか

なというふうには思うんですけれども、女

性だけ載っているわけでもないですし、男

性ばかり載っているわけでもないというと

ころはご理解いただけるとうれしいかなと

思います。 

（石阪委員長） 

 今ちょっと私、委員の話をちょっと聞く

と、確かに写っている分布を見るとバリエ

ーションに富んでいるんですけれども、例

えば起業するところには男性がやっぱりい

るとか、来訪するところは女性に来てもら

いたいとか、何か内容とその絵との偏りが

あるんじゃないかという意見が少し出てい

るんですが、例えばそういったところとい

うのは、これは配慮というよりは偶然とい

うことですか、そうすると。 

（栗木課長） 

 そうです。多分それを言い始めると全て

あれになると思うので、ちょっと議論を気

をつけたほうがいいのかなと思うんですけ

れども、去年度の創業プランコンテストの

グランプリの方がたまたまこのオンライン

薬局やられている方だったので、これがも

し女性の方だったらその方に私たちはオフ

ァーをしましたし、そこは全然恣意的なこ

とはないです。 

（石阪委員長） 

 分かりました。見解としてはそういう。 

（栗木課長） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 それでは、この点またもし委員の皆さん

から何かあれば後でお願いできればと思い

ます。 

 じゃ、６のほうにちょっと戻りますけれ

ども、公的表現ガイドが全庁的にどれだけ

普及しているのか、これはシティプロモー

ションで分からなければ多様性社会推進課

のほうにお伺いしたいんですけれども、こ
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れどうでしょうか。こちらの冊子というの

はどう活用されているのか、全庁的に回っ

ているのかどうか。どちらにしましょう。 

（鈴木課長） 

 多様性社会推進課長のほうからお話しさ

せていただきたいと思います。 

 まず、この公的表現ガイドにつきまして

は、各所管にお配りしているのと、あとは

区の職員が活用している電子掲示板という

のがあるんですが、そちらのほうからも中

身を見ることができるようになっておりま

す。 

 あと、各研修なんですけれども、全職員

が４年間のローテーションで行う基本的人

権の研修がございまして、その中でこの公

的表現ガイドの紹介もしているところでご

ざいます。 

 あとは、新採の新しく入った職員向けの

研修の中でもこういったものがあるんだよ

ということはご案内しているところであり

ます。 

 ただ、実際公的表現ガイドがあるんだよ

って全職員向けにこちらが発信したとして

も、実際にその受けた職員がポスターを作

成する担当ではなかったりすると、ちょっ

と記憶から遠のいてしまうということもあ

るのかなとは感じているので、いざ自分が

ポスターを作成する担当になったときに、

ああ、そういえばそういうのがあったよな

というのを思い出してもらえるようにこれ

からも啓発をしていかなきゃいけないなと

感じています。 

（石阪委員長） 

 まず、原則全員が見ることがまずできて、

研修でこれを学ぶ機会というのは４年に一

度あるので、全員４年間たてば全ての職員

がこれを一回見る機会はあると。 

 シティプロモーションから補足はありま

すか。 

（栗木課長） 

 どれぐらい普及しているかはもちろん分

からないんですけれども、この公的表現ガ

イドの使い方として、シティプロモーショ

ン課の職員も異動の入れ替わりありますし、

あと、職員は毎年新しい新規採用者も入っ

てくるというときに、これをどういうふう

に私たち使っているかというお話をちょっ

とさせていただければと思うんですが、私

たちバイブルっぽく使っていて、中身を全

部しっかりたたき込んで覚えているという

よりも、あれって、あれ、これどうだった

っけと思うときとか、ちょっと自分が不安

になったときにちゃんと引いてみるという、

引いてみて、合っているか間違っているか

と、認識がちょっとずれてないかなという

のを立ち返るために、私ももちろん使うこ

とはありますし、何かうっかり言っちゃっ

たりとかすることありますよね。例えば女

優さんと言っちゃったりとか、全然悪気な

くて言っちゃったりとか書いちゃったりと

いうのもあるので、振り返るためにもとて

もよくまとまっているものだと思うので、

私たちは活用させていただいています。 

（石阪委員長） 

 ちょっとバイブル的な活用の仕方ですよ

ね。改めて振り返るため。 

（栗木課長） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 そういう形で一応代表質問については以

上ということになります。少し時間があり

ますので、ここからは逆に皆さんから何か

これ以外のこと、あるいはこれに関するこ

との質問があればお願いできればと。 

（かねだ委員） 
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 よろしくお願いします。 

 ちょっと気にかかったんですけれども、

２番の②のところで、修正した事例が栗木

課長のほうからあるというお話だったんで

すけれども、イラストを使ったりをして周

知するという方法のときには、例えばです

けれども、分かりやすさとかメッセージ性

を高くとかいうことで、多分必要だという

ことでそういうふうに、そういうふうな形

で出される予定だったと思うんですけれど

も、それを家族から家族っぽいものにした

ということによって、そのメッセージ性と

いうのが失われたりだとか、ちゃんとその

真意が伝わったりだとかということに支障

はなかったのかどうか、その辺について。

ちょっとすみません、現物見てないのでち

ょっと分からないんですけれども。 

（栗木課長） 

 ご質問ありがとうございます。 

 本当そこの全てに配慮すると誰にも届か

ないものになるし、でも、その狙う情報を

届けたい相手だけを見てもペルソナにも打

つみたいな感じでそのイラストのセレクト

をすると、それはそれでまたハレーション

が起きるというところのやっぱり難しさは

あるのかなって思います。 

 イラストだけでは多分それだと刺さらな

くなっちゃうので、コピーを工夫するとか、

見た人が自分のことを言われているという

ふうに思ってもらうのが一番チラシは大事

なことになるので、そういうところで補完

しながらみたいな感じですかね。 

（かねだ委員） 

 ちなみに、もし覚えていらっしゃったら、

どんな内容のものを、覚えてないですか。 

（栗木課長） 

 いや、私、それ何のチラシだったか全く

覚えてないんですけれども、何でそれを覚

えているかというと、久々にお父さん、お

母さん、子どもというイラストを見たんで

すよ。今それ描かないので、そういう出し

方をしないので、それで、あれって、今で

もこのお父さん、お母さん、子どもってや

るんだと思って、それで覚えているので、

ごめんなさい、ちょっと帰って職員に聞い

てみます、何のチラシだったか。 

（かねだ委員） 

 分かりました。 

（石阪委員長） 

 ちょっと手先こちら挙がったので、はい、

どうぞ。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。 

 ちょっと基本、割と基本的なことなんで

すけれども、このあだち公的表現ガイドは

どういうことをやろうとしているかという

ことを聞きたいと思って、どういうふうに

シティプロモーション課では思っているか

というのを聞きたいと思いました。 

 というのは、これをつくっていただいて、

とても、しかも項目的に入れていただいて

明確にこれがチェックできるようになって

いるのはすごくいいなと思ったんですが、

ここに書いてあることがそのガイドに基づ

いて、ジェンダーや障がい者などの様々な

人たちに配慮した表現やイラスト、写真を

用いているというところで、この委員会は

ということですけれども、この委員会は足

立区の男女条例、これは性別役割を是正す

るというか打破する、これが足立区の人権

侵害をなくすということだと信じて、そし

て私たちは集って議論してきて、その中で

こういうものも、みんなもちょっと関わっ

てきたりしてつくってきたわけですけれど

も、といったときに、この表現ガイドを見

ますとポイントが４つありますよね。 
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 この委員会の主たる関心であるというと

ころは、多分大きくはこの２、条例に関し

ては（２）、これお持ちですか、今。表紙

の次のページ、目次にあるポイントで、今

ここに確認事項に書いていただいたことは

主に４に関係するところで、もちろん登場

人物が偏ってないかとか、（２）の思い込

みとかということも関係はするんですけれ

ども、例えばさっきの障がい者の図とかが、

私たちが道歩いている人は車椅子の人じゃ

ないとかと想定しちゃうというのは違うよ

ねという意味で偏ってないかとか、思い込

みと関係しますけれども、私たちは看護師

といったら女性とか、医師といったら男性

という、その偶然とさっき言葉出ましたけ

れども、偶然に任せたらそうなっちゃうよ

ねと、私たち、普通にぱっとイメージする

んだったらそうなっちゃうねというところ

を変えていかなきゃいけないよねというと

ころが条例に書いてあるわけで、それを変

えていこうということで条例をつくられて、

そして私たちはそれをどうしたらいいかと

考えている中でつくられたわけなので、こ

れだけ、ちょっとここは例だとは思います

けれども、ガイドと書いていただいている

んですけれども、今まで私たちが思い込ん

だことがそのまま表現されてしまっていな

いかということがちゃんと留意されてここ

をチェックしていただいているかというと

ころを聞きたかったです。伝わっています

か。 

（ぬかが委員） 

 ちょっと関連で、一緒に答えていただけ

れば。 

 私もちょっと気になったことは、栗木課

長が２回先ほど悪気なくという言葉を使わ

れたのね。それはまさに私たち公的表現ガ

イドの中で一番、私なんかはすごく大事だ

と思っているまさにアンコンシャス・バイ

アスで、無意識の思い込みというのは誰も

悪くないし、誰も悪気なんかないけれども、

無意識の思い込みでこうなってしまうと。

それをやっぱり意識的に頑張って変えてい

きたいねということがこの中には書かれて

いるので、そういった認識はお持ちなのか

どうなのか、そういうところも意識として

あるのかどうなのかというのを、ちょっと

関連しているので。 

（内藤委員） 

 同じです。何で私たちがそれをやろうと

しているかというと、すみません、やっぱ

りこうやっていきたい、例えば足立区の女

の子が医師になりたいと思ったとき、表れ

ている表象が男性ばかりだったら、女性は

医師にならないんだと思ってしまう。その

多様な自分がなりたいと思っていることが

できないということが問題だと思うから、

いや、女性でもなれるということを示して

いきたいと、そういう趣旨でやっているわ

けですよね。そういう観点で見ていただい

ているかというのをお聞きしたかったとい

うことです。 

（石阪委員長） 

 いかがでしょう。 

（栗木課長） 

 そういう観点では見させていただいてい

ます。言葉を発するのがちょっと難しいん

ですけれども、やっぱりそういう思い込み

だったりとか、また無意識というとあれで

すけれども、結局そういうふうにやってし

まわないようにというところの関所の役割

もシティプロモーション課が務めるべきだ

と思っているので、そういうつもりで私た

ちは業務に当たらせていただいております。 

（石阪委員長） 

 これで言うと（２）のところですね。
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（４）のところはかなりできているという

ことは皆さん、配慮していろいろ人を替え

てみたりとかされているんですけれども、

そういった意図でやっているということを

やっぱり。でも、今お答えいただいたので

その辺はしっかりやられているということ

でしたから、こちら、この表現ガイドの中

の１、２、３、４という、こちらの項目で

すね。こちら、ポイントということですの

で、こちらはお守りいただいてやっている

ということになると思います。 

 はい、どうぞ。 

（永田委員） 

 １つ教えていただきたいんですけれども、

先ほどお父さん、お母さん、子どもという

ようなイラストはほぼないというお話だっ

たんですけれども、仮に家族というものを

テーマとした広報物を出す場合に、どうい

った形だったら逆にこのガイドラインに引

っかからないというか、どういう形だった

ら大丈夫というのをちょっと教えていただ

きたいんですけれども。 

（鈴木係長） 

 すみません、私は広報紙も以前作成して

いた経験がありまして、広報紙で言うと、

もちろん必ずしも父親、母親、子どもみた

いなのが全くないかといったら、そこまで

では、写真のときにご協力いただく場合も

あるのであるんですけれども、例えばお父

さんとお子さんだけとかというものとか、

そんないろんなものを一応考えて、選択肢

として考えながらは作成していて、ちょっ

と答えがどうだと言われるとなかなか難し

いところはあるんですけれども、なるべく

そういったお声をいただかないようにとい

う配慮は常にしているかなというふうには

考えています。 

 すみません、答えにならないで申し訳な

いんですけれども。 

（永田委員） 

 逆に裏返しで聞くと、先ほどのお父さん、

お母さん、子どもというのがあまり見ない

というのは、例えば母子家庭に配慮してい

るとか、何かに配慮して多分そういうこと

をされているんだと思うんですけれども、

そうならないためにはどうしたらいいのか、

さっき自分ですごい疑問に思ったんですけ

れども、例えば複数の家族を出すとか、何

かその。 

（石阪委員長） 

 そういうこともあり得る。ありますね。 

（栗木課長） 

 あります。それはあります。おっしゃる

とおりで、お父さん、お母さん、子どもも

いれば、お母さんと子どもしかいないとか、

お父さんと、お父さん友達と子どもみたい

な、何かそういう複数パターンを出す場合

もあります。 

 実は、私も、もう20年前になりますけれ

ども、広報紙をやっていたんですけれども、

私の20年前でさえ、お父さん、お母さん、

子どもというのはもうＮＧだよというのが

言われていたので、そこはすごくいろんな

ご家庭の形があるというところに配慮する

というのは長年やってきたことだと思うの

で。でも、１つの方法として複数パターン

はあります。 

（永田委員） 

 ありがとうございます。 

（内藤委員） 

 父子家庭、母子家庭みたいなものだけで

はなくて、足立区の場合、ファミリーシッ

プも導入されているので、同性カップルみ

たいな家庭もあるよと、多様な家族がある

んだよということを示すという感じですよ

ね。 
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（栗木課長） 

 そうですね、はい。紙面のスペースが許

せば、なるべくそういうところで表現する

というところは心がけています。 

（石阪委員長） 

 ほかいかがでしょうか、ご質問。よろし

いですか。 

 どうぞ。 

（秋山委員） 

 ご質問というんじゃなくて、ご提案にな

っちゃうんですけれども、私、この委員会

に参加して３年目になるんですけれども、

すごい公的表現ガイドにあるこの、例えば

５ページにある竹ノ塚の踏切のないまちの

ポスターなんかも非常にその多様性である

とか、そういうことに配慮してつくられて

いるということですごい感動したというか、

こういった公的表現ガイドを作成して、全

庁でしっかりと浸透させようとしていると

いうこと自体が区のイメージアップに私は

つながっていると思いますので、こういっ

た公的表現ガイドにしっかり準拠して考え、

何か配慮されているということを示すマー

クみたいなのがあったらいいんじゃないか

と感じています。 

 例えば、工業製品も安全規格を満たして

いたらＪＩＳマークがついているよとか、

そんな感じでポスターにそういうマークが

あると、それをご覧になった方からこのマ

ークって何だろうと疑問が湧いて、このマ

ークの意味はそういうふうに配慮してある

んだ、足立区はそういうのを配慮している

区なんだなというのが伝わっていいんじゃ

ないかなと思います。 

（石阪委員長） 

 要するに、第三者じゃないとあまりそれ

は意味ないので、第三者的な認証というの

は、多分足立区も今広告出すときにもらっ

ているところあります。 

 例えば、動画とかだと、ある審査を通っ

たものしか流せないとか、そういう配慮は

しているので、実際にそういうケースあり

ますよね。第三者的な認証を通していると。

動画広告は、たしか流している。 

（栗木課長） 

 はい、見てもらっています。 

（石阪委員長） 

 そうですよね。あとは内部でのこういっ

たチェック、これは基本的にはもう足立区

の場合は通っているということなので、あ

えてマークをつけると何か特別感は出ます

けれども、ついてないと逆にこれは何みた

いな話にもなっちゃいますから。 

（秋山委員） 

 結局、こういう話って気づく人は気づく

けれども、気づかない人はやっぱりいつま

でも気づいてくれないと思うので、そうい

う気づいてくれない人に考えてもらうきっ

かけとしてもなるのかなとは思います。 

（石阪委員長） 

 これはちょっとまたこの後の議論で、こ

れをどうやって今後活用していくかという

のはまたちょっとこの後議論したいと思い

ますので、質問についてはよろしいですか、

取りあえず。 

 それでは、ちょっとお時間のほうも参り

ましたので、シティプロモーション課お二

方へのご質問というのは以上とさせていた

だきます。 

 本日はお忙しい中、どうもありがとうご

ざいました。（拍手） 

 

４ 「広報・啓発」提言案について 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。僕の個人的な印

象ですけれども、かなりちゃんとやってい
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る感じはします。 

 ほかの自治体もいろいろ見ていますけれ

ども、ほぼ何も審査なくそのまま貼り出し

ちゃって問題を起こすということは結構あ

るので、それに比べるとシティプロモーシ

ョンはこういったチェックシートも用意し

て、かつ最後に出てきたところじゃなくて、

最初の段階からかなり担当課と一緒になっ

てつくり上げているということですので。 

 ただ、あだち公的表現ガイドを今後どう

活用していくのかというのは恐らく議論の

分かれるところで、今お話を伺った限りで

は庁内ではかなり全庁的に皆さん、これを

共有してバイブル的な使い方をしていると

いう話でしたけれども、１つ今後の課題と

しては、これをやっぱり区民の皆さんや事

業所ですね、こういうところまで広げてい

くのかどうかをむしろ皆さんからご意見を

いただきたいと、この後、この使い方です

よね。 

 これはいろいろあります。これは多分で

きるときも庁内でやる分には全然これは問

題ないけれども、区民の皆さんが表現を自

由に表現したりとか広報したりする、ある

意味では自由を奪うようなものになっては

という意見も一方ではありましたし、これ

は１つの課題なんですよね。僕は、かなり

いいものですから皆さんもこれぜひ参考に

していただきたいという思いはあるんです

けれども、例えば今後区長に対して広報・

啓発の部分の提案書、提言をするときにそ

こまで盛り込むか、もしくは全庁にこれを

しっかりと共有してというレベルにとどめ

ておくか、これを今日ちょっと皆さんにお

伺いしたいと思っていました。これをどう

活用するかですね。これは何かもしご意見

ある方いますか。 

（片野委員） 

 片野です。 

 以前もちょっとお尋ねしたかもしれない

んですが、私は、これ学校にすごく必要だ

なと思っているんですね。 

（石阪委員長） 

 学校はいいかもしれないですね。 

（片野委員） 

 ええ。学校は公的機関になるので区の、

足立区立ですから、そこに送っていただい

て、かなりもうピーっという感じのものが

いっぱい貼ってあるんです、学校。なので、

例えば官庁がつくったポスターなんかはい

いんですけれども、先生たちがおつくりに

なった啓発ものみたいなものだと結構あれ

っというのがあるので、そこはやはりちょ

っと知っておくことは必要じゃないかなと。 

（石阪委員長） 

 確かに掲示物や広報物ね。 

（片野委員） 

 うん。やっぱりそれ、結構目立つところ

に貼るんですよ。例えば運動会のスローガ

ンにしても何にしても、もうちょっと気遣

ったほうがいいんじゃないですかというと

ころがあるので、やっぱり先生たちに配る、

学校に１冊置くということは必要じゃない

かなと。 

（石阪委員長） 

 これは今のところは学校には行ってない

んでしたっけ。 

（鈴木課長） 

 配ってないです。 

（片野委員） 

 配ってないと思います。あと、もう一点

なんですけれども、これはシティプロの先

ほど私もすごく気になっていて、あだち区

表現ガイドに基づいてと書いてあるけれど

もジェンダー・バイアスについて書いてな

い。だから、ここ一言そういう表現入れて
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もらったらどうですかね。ただのこれだと

写真とかそういう絵だけがいろんなものが

載っていればいいとか、固定的な概念で。 

（石阪委員長） 

 恐らく、お二方の質問はそこだったんで

すよね。 

（片野委員） 

 そう。だから私、一番気になったのは、

偶然ですからとおっしゃったでしょう。偶

然でも、じゃ、変えればいいじゃんと思っ

たんですよ。だから、そこのところをやっ

ぱりそれを選ばないというところ、偏って

いるねと気がつかないんだなと私すごく思

ったんですね。 

 ご指摘を聞いて、あれっ、そういえばこ

れ男女の数は同じかもしれないけれども、

カテゴリーで見たらまずいじゃんというふ

うに思った。そういうことまでやっぱり配

慮はまだされてないんだなというのが分か

ったので、やっぱりここに書いたほうがい

いんじゃないかと思ったんですよ。ちょっ

と空いているし。その言葉を、どうでしょ

うかね。それも提言はできるんでしょうか。 

（石阪委員長） 

 そこに入れるかどうかは別として、ただ、

今のような配慮はそこまで今、お話伺った

限りはなかったような気がしたので、そこ

は我々としてはちょっと注文してもいいか

もしれませんね。 

（片野委員） 

 十分に活用されてないような。 

（内藤委員） 

 多分もともと理解、がそういう条例から

始まったところの理解がそこまで追いつて

ないのかなという感じはしましたね。そう

いう人たちへの配慮のためにやっているみ

たいな、例えば母子家庭、父子家庭への配

慮のためにやっているみたいな感じで、私

たちは今の制度を再構築しなきゃいけない

と、そうですよね。人権侵害が起きている

からそれを再構築しなきゃいけなくて、

誰々の配慮のためにやっているわけじゃな

いと思うんですよ。多様な生き方はできな

いから。 

（ぬかが委員） 

 これ、先ほどシティプロモーションが言

っていた踏切のないまち、多分かねださん

も覚えていると思うんだけれども、これは

車椅子の議員がいて、それでこの鉄道立体

化ってみんなで求めていたことなんだけれ

ども、車椅子の人が写ってない、問題だと

いうことで、それはそうだよねという中で、

だから議会からそういう意見が出てすごく

問題になって、それでこういう表現に、後

から、さっき言われていたけどシール貼っ

て変えたということがある意味、これのほ

うが先だったみたいな話だったけれども、

ある意味シティプロモーションのチェック

という点ではそれがきっかけになっている

から、どうしても先ほど話もあったような

そこに比重が行きがちな感じはしているん

ですよ。 

（内藤委員） 

 でも、その話も単に表象だけじゃなくて、

本来車椅子の人たちをかなりこの話に関与

させていかなきゃいけない、また、中心的

にいなきゃいけないのに、そういう人たち

を排除しているというところが本質的な問

題なんだと思うんですよ。 

（かねだ委員） 

 おっしゃるとおりで、まちづくりをする

ときにも、もっともっと障がい者の方の意

見を聞くべきだということもあるんですよ

ね。 

（ぬかが委員） 

 そうだよね。 
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（かねだ委員） 

 そうすると、それにつながってくること

になると思うんです。 

（ぬかが委員） 

 あと、すみません、私、これをどう活用

という一般のところもという、学校大賛成

なんですけれども、実は私、区のほうにお

願いして、過去10年間のこの男女共同参画

の提案をちょっと取り寄せさせていただい

て、ちょっと読んでいたんですよ。 

 取りわけこの５年、これが出されて以降

のこのもちろん私メンバーじゃないときの

推進委員会の提案に対して区側の回答とい

うのは、その当時の回答というのは大体が、

特に性的役割、後にも出る性的役割分担意

識の改善とか、いろんなところの提案につ

いてはこういうものを出したので、これを

広く区民の皆様に見ていただいて啓発をし

ていきたいみたいな回答が繰り返し出され

ているんですよ。だけど実行されてない的

なことを考えると、やっぱり過去の提案を

真摯に受け止めるということも含めての普

及をもっとね。 

 だからどう表現するか、どうあれは別と

してもこの前も申し上げたように区は、強

制じゃないけれども区はこう考えています

よと、学校にはぜひこういうことでという

のでいいと思うんだけれども、一般的には

区としてはこう考えていますよということ

をちゃんとまず知っていただくチャンスを

広くつくってほしいというふうに思ってい

るんですよね。 

（石阪委員長） 

 そうですね。例えば民間の事業所にこれ

を守れということではなくて、区としては

こういう考えでやっていますよ、それをど

うするかはあなた次第ということになる。

まず第１段階としてね。 

（ぬかが委員） 

 そういうことで、教育は公的機関なので

おっしゃるとおりなんですけれども、私な

んかからするとやっぱりそういう意識をね。

意識って変わらないから過去10年間も性的

役割分担意識のところが一番提言でも多い

というのも分かったので、やっぱりそれは

こつこつと、例えば転入者、区民事務所の

ところにも置くとか、そういうことも含め

て、区としてはこう考えていますよという

ことをちゃんと知っていただくチャンスを

もっと増やしてほしいというのはぜひね。 

（石阪委員長） 

 入れましょう、はい。これどうですか。

例えば事業所の皆さん、民間としては、例

えばこういうものが。 

 まずはちょっと聞いてみようか。市川さ

ん、どうですか、お二人。 

（市川委員） 

 すごくきめ細やかにやれていますよねと

いうのがすごく印象で、何かせっかくここ

までやっているんだから、さっき委員長が

言われていたように、足立区ってこれだけ

やっていますよというのはもっと区内にも

区外にもＰＲするべき武器じゃないかなと

いうふうに思うんですよ。 

 区内とかだったら、要は商工会議所とか

法人会とかというのもあるし、ＪＣとか、

ああいう団体とかもあるし、ああいうとこ

ろでプレゼンじゃないですけれども、セミ

ナーをやって、足立区はこういうのやって

いますよ、もしよかったらこれ使ってみて

くださいとかといって、我々は本当にこれ

もらえればうちの広報に渡して啓蒙にもな

るし。 

（石阪委員長） 

 今後、いろいろＰＲするときに。 

（市川委員） 
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 はい。意識がやっぱりそういうふうに向

きますよね。だから、すごく何か足立区さ

ん一生懸命やられて、細かくやられている

んですけれども、何かあまり思ったよりま

だまだ知らない人たちが多くてもったいな

いなというふうに思いました。 

（石阪委員長） 

 これは広報する上での配慮をしてくださ

いという意味合いだけではなくて、むしろ

これを使って皆さん勉強してくださいとい

う意味合いもちょっとあって、今世の中っ

てこうなっていますよとか、こういう考え

なんですよということを従業員の皆さんで

あったり、経営者であったり、あるいは経

済団体だったり、そういう方々もちょっと

知っていただきたい。足立区は今、こうい

う取組していますと。 

（市川委員） 

 そう。もったいないですよね。 

（石阪委員長） 

 もったいない感じはしますよね。 

（市川委員） 

 これだけいいものつくっていますから。 

（内藤委員） 

 そういう意味で言うと、民間機関だけじ

ゃなくて、区内の教育機関の話では、これ

は公的な機関ですけれども、ＰＴＡとか、

民間ですけれども、でもやっぱり教育に附

属するものとして準公的な機関という感じ

で学校とか、あとメディア、足立区内のメ

ディアありますよね、多分地域のペーパー

とか、そういうところにもぜひこういうの

を出しましたというので参考にしていただ

きたいとかというので。 

 あとはこれを何か活用していますみたい

な、もうちょっと出したときは多分あれや

ってないですかね、記者会見とかは。区長

は行ったのかな、区長会議とか。 

（石阪委員長） 

 いや、やってないですね。 

（内藤委員） 

 何かそういうふうに、今のお話を、市川

さんの話を聞いて、そういうふうに逆に区

外にもやっているとやったら、区内でも区

役所の中でもしっかりやらなきゃという感

じになりますよね。 

（石阪委員長） 

 普通、足立区でもそうですけれども、何

かこういうのをつくったときは本当はすご

いＰＲするんですよ。これはひっそり行き

ました。何かあったんでしょうね、事情が

ね。何かこれつくりましたみたいなことを

マスコミには流してない。 

（内藤委員） 

 東京都の中でも全部つくっているわけじ

ゃなかったですよね。全然、たくさんの自

治体がつくっているわけじゃないんですよ。 

（石阪委員長） 

 県でやっているところもありますけれど

も。 

（内藤委員） 

 県でやっているところもあるけれども、

東京の中で。 

（石阪委員長） 

 市とか区でやっているところって意外に

少ないんですよね、こういうのを持ってい

るところは。 

 はい、どうぞ。 

（秋山委員） 

 私もすごいそれ思っていて、多様性社会

推進課さんからシティプロモーションさん

に依頼をして２種類のポスターをつくって

もらったらいいんじゃないかと思ってて、

１つは足立区ではこの公的表現、足立区の

ポスターは全てこの公的表現ガイドに準拠

してつくられてますというアピールが１つ
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で、２つ目は、これを使いたい企業さんと

か団体さんはいつでもこれを差し上げます

みたいなポスターあったらいいんじゃない

かなと思います。 

 何か西新井の駅、ちょっとちっちゃくて

ごめんなさい、行ったらこういうふうに区

のポスターがべらっと５つ貼られているよ

うなスペースがあって、この中で多分、足

立区がもらえているスペースは１個か２個

かなと思うんですけれども、そこのポスタ

ーって定期的に入れ替わったりしているの

で、多分何かこんなか、これは東京メトロ

のマナーアップポスターなんですけれども、

メトロのコーナー行ったらこんなふうに何

か啓発のポスターあったりするし、そんな

感じで何か多様性社会さんの公的、さっき

私が言ったようなポスターが足立区内のい

ろんなところに貼ってあれば、区民に対し

てはこの存在をまずアピールできるし、す

ごくいいなと思うので、来年度の啓蒙とし

ては何か講座もいいんですけれども、こう

いう区民へのアピールをポスターでやると

いうのもあってもいいんじゃないかと思い

ます。 

（石阪委員長） 

 はい、どうぞ。 

（永田委員） 

 うちも介護の会社なんですけれども、僕

自身もさっき女優さんとか、やはり無意識

にそういう言葉をやっぱりイメージしてし

まったりするんですけれども、民間でもや

はりこういったものを、もちろん直ちに駄

目というのもちょっと厳しい、表現の自由

があるのであれですけれども、やはりより

ベターだよ、より望ましいよというのはや

はり進めていくべきだと思うし、それを見

た職員たちもだんだん意識が高い人も出て

くると思うので、民間でも広めていくべき

だと思います。 

 そのツールとしてやっぱり今、フェイス

ブックとか旧ツイッター、Ｘですけれども、

足立区も多分そういうのをやっていると思

うので、そういうふうに定期的に流すとか、

僕もフェイスブック見るとたまに足立区の

情報が流れてきたりするので、そういうと

ころに載せるのは全然お金もかからないし、

ホームページだけだと、どうしても受動的

で受け身な感じなので、多分せっかくいい

ものあるのにやっぱり見られてない。それ

を世間に流すことでホームページもあるん

だとか、何かでそこでダウンロードできる

んだみたいなことをもっと知らしめていく

のが、必要なところはやっぱり送ってもい

いと思うんですけれども、そういうことも

できますよというのをアピールするべきで

はないかなというふうに思いました。 

（石阪委員長） 

 いわゆる民間の事業者さんにとってもこ

ういったものがあるというのはありがたい

ですか、どうですか、実際に。 

（永田委員） 

 そうですね。やはり我々もいろんなお手

紙とか、あるいは外部に出すときに、やは

りそれがあるとないとでは相手、受け取っ

た側がやはり差別的なだと思われたらやっ

ぱり嫌なので、そういうのは意識するべき

だなというふうには思います。 

（石阪委員長） 

 皆さん、どうですか。 

 どうぞ。 

（舘山委員） 

 これって何回かいただいているんですけ

れども、カラーのものがあるんですか。 

（鈴木課長） 

 もともとのデータとしましては、ホーム

ページにも載っているようにカラーでつく
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っておりますが、足立区の印刷事情により

まして白黒でお配りしているような状況で

ございます。 

（舘山委員） 

 この会にという意味ですか。そうじゃな

くて。 

（石阪委員長） 

 一番最初にできたときはたしかカラーの

をもらったんです。 

（内藤委員） 

 ネットにはカラーで上がっていますよね。 

（石阪委員長） 

 今、我々資料としては白黒ですけれども。 

（舘山委員） 

 実際に冊子としては、ないに等しい。 

（石阪委員長） 

 もうなくなってしまった。 

（鈴木課長） 

 そう、ないですね。 

（石阪委員長） 

 現物はもうない。当初つくった印刷物と

してはもうないのね。 

（鈴木課長） 

 印刷物としては、毎回必要な分を印刷し

てお配りしているので、大量に印刷して在

庫があるということではなくて、今回の会

議に何部必要だからその分印刷しましょう

という形で、毎回使う分を印刷しておりま

す。データ自体はホームページからダウン

ロードもできようになっておりますので、

ご自宅のプリンターでカラーで印刷するこ

ともできます。 

（舘山委員） 

 私は出前授業といってワークルールプロ

ジェクトの委員をやっていて、社労士会で

学校に授業をしに行くんですね。労働問題

と、あと年金についてなんですけれども、

そのときに打合せで結構、学校の先生のほ

うから言ってはいけないＮＧワードという

のを教えられるんですね。社労士会のほう

でも出前授業、東京会でやっている出前授

業の使ってはいけない言葉とかいろいろあ

るんですね。 

 ということは、先生のほうにも結構そう

いう意識って絶対あると思うんですね。先

生がこれを見ることもできるわけですよね、

ホームページに載っているということは。

実際見ているかどうかは分からないんです

けれども、もっとそれをアピールするなり、

あと、教育委員会とかではどうなんですか

ね。 

（石阪委員長） 

 今のところ、教育関係にはまだこれは行

ってないですね。 

（舘山委員） 

 教育委員会独自でつくったりもしてない。 

（石阪委員長） 

 つくってないですね。 

（舘山委員） 

 何か印刷事情が許せば、パンフレットと

して置くことってできればいいのかなと。 

（石阪委員長） 

 恐らくこれを区内に幅広くということに

なれば、予算つけないと駄目だと思うんで

す。これを多分、白黒コピーして配るわけ

にいかないので。 

（舘山委員） 

 機密文書ではない。 

（石阪委員長） 

 だから、今のところは、もちろんそうで

す、機密文書ではない。ただ、今のところ

は庁内で共有しましょうというところでと

どまっているところもあるので、今のお話

は、みんなやっぱりせっかくいいものなん

だから、もっと区民の皆さんに見てもらお

うよというところで今。 
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（舘山委員） 

 それは何か我々の提案として区に持って

いければ一番いいかな。 

（石阪委員長） 

 今度、区長提案のほうには持っていこう

と思っていますので。 

（秋山委員） 

 何か区役所の２階の区政情報室とかで有

料で売ってもいいんじゃないかと。 

（石阪委員長） 

 有料。 

（秋山委員） 

 あの基本計画とかは有料買いますよね、

印刷とか。なので、ああいう形で頒布して

もいいと私は思います。 

（石阪委員長） 

 分かりました。１つ案としてはあり得る

かなと。 

 ちょっと今、先に手が挙がりましたけれ

ども。 

（かねだ委員） 

 僕もやっぱり教育委員会にこれを提出す

るという、学校にというのは賛成なんです

けれども、じゃ、どうやって周知をしてい

くのかというのが非常に大事だと思ってい

て、やっぱり学校の場合だと校長先生がま

ず理解をしてくれるということが非常に大

事だと思うので、教育委員会必ず学校長会

ということをやっていますので、校長先生

方にやっぱり一度はきちんとプレゼンテー

ションするような機会を持ってもらって、

まず理解してもらうということから始めな

いと、いきなりこれただ渡してもなかなか

理解は進まないのかなというふうにちょっ

と思いました。 

（石阪委員長） 

 いわゆる校長研修とかをセットにするよ

うな形でやってみる、１つ案として。 

（内藤委員） 

 それをこの委員長が校長たちに説明をす

ればいいですね。効果的ですよね。多分、

外部の人がやったほうがいいですよね。 

（かねだ委員） 

 そういう機会をぜひ持っていただいて。 

（笠井委員） 

 その手の話は結構得意なんですけれども、

校長よりは効き目があるのは自治会長とか

町会長。そうなってくるとやっぱり区長も

気にしなければいけないから。 

（石阪委員長） 

 我々、自治会トラウマがあるのでね。結

構ハードル高いなと。 

（笠井委員） 

 でも、そこが一番の発言力があって影響

力を及ぼすんです。子どもたちも。 

（内藤委員） 

 ただ、さっき片野さんもおっしゃったよ

うに、やっぱり教育機関は区の施設なので、

やっぱり区のところをちょっと。 

（笠井委員） 

 分かりますよ、なんですが、深く関わっ

ているのがその方たちなのは僕らが一番受

け取っているので、そこでストップをかけ

られたらストップしちゃうし、そんなもの

関係ねえじゃんと言われたらそこで終わっ

ちゃうんですよ。そういった部分もあるか

ら。 

（石阪委員長） 

 でも、自治会とか町会も広報ってやるわ

けじゃないですか。 

（笠井委員） 

 やるんだけれども、すごく凝縮した空間

でやるからそんなの気にしてないんです。

トップがこうじゃんと言ったらそのまま下

りちゃうので、それで何かがあったら何も

関係ねえみたいなところがあるんで、そこ
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ら辺は区議会委員さんのほうがよく知って

いると思います。 

（石阪委員長） 

 分かりました。教育というのは比較的区

の組織ということもあってやりやすいので。 

（笠井委員） 

 でも、一番はやっぱり…… 

（石阪委員長） 

 やっぱり自治会は１つ大きなね。 

（笠井委員） 

 そうそう、意識の中にあるんですと。 

（内藤委員） 

 自治会は、表現云々ではなくて、そもそ

も性別役割分業のほうじゃ、分業が残っち

ゃっているから表現もそうなっちゃう。 

（笠井委員） 

 そう。それで、変えたいところで、やっ

ぱり一番は、目指すところはやっぱり何か

意識的に広まってほしいじゃないですか。

当たり前だよと、普通使うものだよと。 

（石阪委員長） 

 これを使ってちょっと勉強していただく

とか。 

（笠井委員） 

 意識づけとしてね。 

（内藤委員） 

 それ、いいです。 

（石阪委員長） 

 はい、どうぞ。 

（鈴木課長） 

 多様性社会推進課のほうから少し補足な

んですが、令和６年度、昨年度町会、自治

会向けにはこの公的表現ガイドをＰＲした

ところでございます。区内全部の町会、自

治会に行き渡るようにということ。行き渡

ってほしいんですが、取りあえずは、その

会長方が集まる会ではＰＲをしております。

今年度、令和７年度につきましては、民生

児童委員さんにもこちらを活用してくださ

いということはＰＲしているところでござ

います。 

 補足でした。 

（石阪委員長） 

 じゃ、一応町会、自治会と、それから民

生児童委員は配ることはしているけれども、

研修みたいなことはやってない。 

（鈴木課長） 

 研修まではやってないです。 

（石阪委員長） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 はい、どうぞ。 

（永田委員） 

 これ、公的表現がすごいやっぱりよくて、

いろいろ配っているという話もあるんです

けれども、さっき内藤先生がおっしゃった

のがすごい自分は腑に落ちたんですけれど

も、例えば男性の医師ばかりだと女の子が

男性しかなれないと思って目指さなくなっ

ちゃうとか、そういう。こういう書いてあ

ることってやっぱり差別いけないよとかい

ろいろ書いてあるんですけれども、何が悪

いのか駄目なのかというのが正直実感でき

なくて一般論としては分かるんですけれど

も、ただ、言われると男性医師ばかりのイ

ラストだと確かに女の子がそういう未来を

描けなくなっちゃう、それはすごい腑に落

ちて、そういう形で、だからこそこういう

表現が好ましくないんだよというのを、何

で駄目かというのをすごいきれいごとは書

いてあるんですけれども、実際に何が駄目

かが正直分かりづらくて、今すごい、あっ、

そうだよなとすごい思って。 

（石阪委員長） 

 もともとはそこが目的なんです。 

（永田委員） 

 そう、そこをしっかりと伝えていくこと
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で町会とかも。 

（内藤委員） 

 そういうのだから、もっと書き込まない

とあれかもしれないですね。 

（永田委員） 

 いろんなところでそういうことが駄目な

んだというのをやっぱり分からないと、多

分人ごとに感じてあまり読まないし伝えな

いしみたいになっちゃうと思うんで、そう

いうところが大事なのかなと。 

（石阪委員長） 

 だから、逆に言えばこれが教材として意

味があるということを言っていて、今の区

の対応というのはどちらかというと配慮の

ほうなんですよね。とにかくいろんな人に

配慮しますというところまでは進んでいる

んですけれども、これをむしろ教材として

さっき言ったアンコンシャス・バイアスだ

ったりとか、そういったものを解消してい

こうということでやっているわけでは必ず

しもないという。でも、本来我々がここで

これを提言した目的というのはそちらもあ

るので、こういう使い方も必要という、そ

ういうことですよね。 

（内藤委員） 

 そうやって使っていくといいですね。 

（石阪委員長） 

 はい、お願いします。 

（相澤委員） 

 民間のサービス業の人事をやっているん

ですけれども、アンコンシャス・バイアス

というと外の講師を社内に呼んできて、研

修を会社のほうでする、そこで止まってい

るんですよね。アンコンシャス・バイアス

があるので気をつけようよで終わっていて、

例えばその研修を受けた従業員がその先に

何かあるかというと、こういうツールを用

いて自分がメッセージ発するとき気をつけ

ようとかもない、文章気をつけようとか、

多分こういうのがないので、研修で理解し

て終わりということ、縛るものがないんで

すよね。 

 対顧客に対してのメッセージのときも気

をつけようみたいな、こういうのがないの

で個々人にお任せみたいな感じになってい

るんですけれども、ちょっと質問なんです

けれども、足立区はこれがあって、都はあ

ったりするんですかね。都とか、あと。 

（石阪委員長） 

 東京都はない、埼玉県はあるんですよね。 

（相澤委員） 

 そうなんですか。あと、男女に関連する

ことなので男女雇用機会均等室とか。 

（石阪委員長） 

 あれは、だから国になるのかな。労働行

政ですね。 

（相澤委員） 

 労働行政みたいなところと、都の中に区

があると思うので、この辺のバランスって

どんなものなのかなというのがちょっと気

になりました。 

（石阪委員長） 

 厚労省でもこんなやってないんじゃない。 

（内藤委員） 

 総務省じゃないんですか、違うか。 

（石阪委員長） 

 やるとしたら内閣府だよ。 

（内藤委員） 

 発端として、これは多分、多様性推進課

に聞いたほうがいいと思うんですけれども、

これをつくったときに国が、内閣府がつく

ったほうがいいというのを何年かに書いて

いたということが発端だったような気がす

るんですけれども。 

（石阪委員長） 

 何かきっかけはあったはずなんですよね、



24 

これをつくるのは。 

（内藤委員） 

 はい。国自体が持っているわけではなく

て、それに伴って自治体でつくったところ

が幾つかあったと。 

（國府田副委員長） 

 平成15年の男女共同参画白書と、そうい

うのが。 

（内藤委員） 

 はい。それに伴ってこちらも考え出した

というところ、ここに書いてありますね。

それで、労働だけの領域だと男女雇用機会

均等法やその指針とか通達に男女性別役割

は駄目だということは明確に、それは性差

別だと、性別に基づく差別だということは

書かれていて、労働の領域で性別に応じて

仕事を分けたら、それは均等室に、労働局

に指導される、そういうことになります。 

 ただ、表現というのは別に職場では必ず

しも表現があるわけではないので、そこに

対するコントロールの規制はあるわけでは

ないです。ただ、それ自体も性差別になる

から労働局では指導すると思います。 

（石阪委員長） 

 でも、実際こういった表現ガイドが23区

内でどれぐらいあるのかちょっと知りたい

ですね。 

（内藤委員） 

 ２区ぐらいじゃなかったでしたっけ。 

（石阪委員長） 

 恐らくダブっている。 

（内藤委員） 

 埼玉以外に。 

（石阪委員長） 

 いわゆるこの都内でですね。 

（内藤委員） 

 はい、都内にもう一個ぐらいあった。 

（石阪委員長） 

 かなり僕は珍しいと思うんです。こうい

うのがちゃんと文書化しているというのは。

せっかくこれ、内々だけで持っているので

はなくて。 

（國府田副委員長） 

 東京都だと、ないんですよね。 

（石阪委員長） 

 東京都はないです。つくってない。 

（内藤委員） 

 大阪に勝ったから都内はなかったかもし

れないですね。 

（國府田副委員長） 

 あだち公的表現ガイドが一番上に出てく

るんです。 

（石阪委員長） 

 だから、ほかがないですね。ですので、

結構貴重なんですよ、これは。 

（市川委員） 

 もったいないですね。 

（石阪委員長） 

 もったいない、それね。 

（市川委員） 

 足立区すげえんだぜみたいな、言ったほ

うが。 

（舘山委員） 

 足立区が多様性社会なんじゃないですか。 

だと私は思いますけれども。外国人も多い

し。 

（石阪委員長） 

 足立区はもともと広報、発信力あるんで

すよ。いろんなところで足立区の情報って、

やっぱりあるんですけれども、その情報が

全てこういった表現ガイドを通ってきてい

るという、これはやっぱり。 

（内藤委員） 

 シティプロモーション課にもっと打って

出ろと、そういうふうな提言をする。これ

で。 
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（石阪委員長） 

 ただ、これを実際に活用するのはここか

な。多様性社会ですね。積極的に例えば学

校であったりとか、民間の事業所であった

り、これをまず広めると。やっぱり皆さん

お話があったように、ただまくだけという

か、配るだけだと多分これほとんど活用さ

れずに終わっていくので、僕が行くかは別

として、行かなきゃならないですね、どこ

かに行ってね。ひょっとすると皆さんにも

ご協力いただくかもしれない。これを説明

して。 

（笠井委員） 

 やはりこういうことを変えていくという

か、時系列に合わせて、時代が変わってい

っているので、これをやっぱり大事にしよ

うよというふうになってくるわけで、その

変化でこの集まりがあって、話合いでそれ

をこれから推し進めるための何か策を練っ

ているわけじゃないですか。そう考えると

教育もそうだし、町会もそうだし、皆さん

がまだ気づいてないところを先立って、ど

うやったら気づいてくれるかな、どうやっ

たら考えてくれるかなという部分を今構築

している最中だと思うんですね。 

 そうなると、今後これを、その難しいと

今思われている分野に浸透させるにはとい

うふうな議論に徐々になっていくんじゃな

いかなと。さっきも言ったように予算づけ

してとかもその一つだろうし、ほかにない

なら足立区がせんだって、逆に言うと、区

は言っても広めてくれないんだ、上がみた

いな、そういったどん詰まりが僕らＰＴＡ

でもあるんですね。こう変えたいんだけど

と言うと、いや、それ変えるんだったら都

から下りなきゃ無理だと。 

 そういったものは足立区はないんですか。

例えば、足立区がこれを広めるに当たって、

何か関所みたいなものがあるのならば、そ

こをどうするかという議論も必要じゃない

かなと思うんですが。 

（内藤委員） 

 でも、丁寧に入れたら、それは一応ちゃ

んとやるという方向になりましたね。 

（石阪委員長） 

 そういうことでね。あとはこの使い方で

すよね。１つは、やっぱり表現ガイドです

から、実際に広報する人向けのものと、そ

れからもう一つは研修として、教材として

これを使うというようないろんな使い方が

多分あるので。 

（かねだ委員） 

 なるほど、関所。意外とあるんですよね。 

（内藤委員） 

 でも、さっきの永田さんの話を聞くと、

これだけだとやっぱりなかなか渡しても理

解しにくいという、特に教育現場で、今ま

でそんなこと考えもしなかったところとか

だと大分補足が必要だと思うので、説明に

行けば、出前すれば、出前講座すればこの

行間をいろいろ説明できますけれども、た

だ置いただけでは効果がないのかなと思い

ましたし、区の何か機関という意味で言う

と、本当はその条例をちゃんと基にして言

うというのも強制力が、これ強制じゃない

よと、民間に対してはそうだよという話は

ありましたけれども、実はちゃんとその９

条、男女条例の足立区の９条に公衆に表示

する情報という条文があって、「何人も、

公衆に表示する情報において、性別による

固定的な役割分担意識及び女性に対する暴

力並びに性別等による差別若しくは偏見を

助長し、若しくは連想させる表現を行い、

又は過度の性的な表現を行わないように努

めなければならない」という規定があって、

性別役割のものをなくしていかなきゃいけ
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ない、なくしていくよう努めるとあるので、

これは公的機関については必ずやらなきゃ

いけないんだ。 

 多分、校長先生にとってはそっちのほう

の言い方のほうが、じゃ、やらなきゃいけ

ないんだとなってくるので、ちょっと言葉

ぶりを変えて、ちゃんと浸透させて。 

（石阪委員長） 

 たしか条例つくるときに、これをかなり

意識していたよね。 

（内藤委員） 

 そうですね、はい。今回追加された分。 

（石阪委員長） 

 追加されたところなので。 

（内藤委員） 

 だから、ちょっと公的な機関とそうでな

いところに温度差つけて、内外に進めてい

くと。 

（石阪委員長） 

 今の自治会とか民間企業とはまた別に、

区の例えば教育機関なんかはどちらかとい

うと区の中の組織ですから、そういった条

例に基づいてというようなことも必要かも

しれない。 

（内藤委員） 

 あと、内閣府が男女共同参画白書に書い

てあったことから始まったというのも、本

当はここに書いても何か説得力がありそう

でしたけれどもね。 

（石阪委員長） 

 と思いますね。 

（内藤委員） 

 ちょっとどういう経緯だったか。 

（秋山委員） 

 こういった講座の中に、あだち公的表現

ガイドについての講座も企画されてはいか

がでしょうか。こういうね。 

（石阪委員長） 

 講座の中にこれを学ぶと、表現ガイド。 

（秋山委員） 

 はい。課の方が先生役やってみたいなの

があってもいいんじゃないかなと思いまし

た。 

（石阪委員長） 

 ちょっと、せっかくだからＰＲをしたい

のはあるんですけれども。 

（片野委員） 

 片野です。今ちょうど６月のフォーラム

についてどうするかということをやってい

て、今年は、ちょっとネタバレですけれど

も、ジェンダー平等を人気アニメから読み

説くというのをやるんですね。これも女性

の描かれ方が変わっているという、昔と今

とは表現が変わってきているよって、今の

時代、あの時代のやつはＮＧですよねみた

いなことを多分おっしゃっていくんだと思

うんですけれども、そこで表現ガイドにつ

いても、足立区はこういう取組をしている

ということをＰＲすることは必要かもしれ

ないなと今お聞きして思ったんです。 

 一番民間の人たちが集まる場じゃないで

すか。そういう方たちが来ると思うので、

その場で、全くこういうことに関心を持た

ない方もアニメが題材なので来る可能性が

あるということなので、できれば足立区表

現ガイドについても何かパートを設けて、

そういうふうにしていったらどうですかね

と今思いました。 

（さの委員） 

 ちょっと私も、この顔を見てて、そうい

うイベントで、先ほど秋山さんがポスター

という話もされましたけれども、あること

自体知らない区民の方の周知も大変大事か

なと思ったので、今ここが本当に男女参画

でいろんなイベントやるときにも１つです

し、あと、Ａフェスタとかで今いろんな所
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管がブースを出して区民の方にＰＲをして

いるので、ちょっと男女参画のほうが出し

ていたかどうか分からないんですけれども、

こういうものがあって、足立区はこういう

発信をしていますよというのも区民の方に

広く本当に知ってもらう機会もぜひ大事か

なと思いますので、ご検討お願いしたいと

思います。 

（笹委員） 

 ちょっとお伺いしたいんですけれども、

多様性社会推進課さんでデジタルサイネー

ジの活用とかってされていましたか、足立

区の。 

（渡辺係長） 

 一応このアンコンシャス・バイアスの東

京都がつくった動画がございまして、それ

を今年度秋頃だったと思うんですけれども、

区内のビュー坊テレビというデジタルサイ

ネージ、そこに例えば高校生が就職すると

きに男の子だったらそういう機械とかプロ

グラミングとか、そっちじゃなくて、でも

私は実はこっちがいいんだとか、あとは進

学のほうについても女の子が出てきて理学

部のほうに進みたいんだみたいな、そうい

った動画を東京都がつくったんですね。そ

れをお借りして、一応今年度はずっと一応

そこに、ほかの動画もあればなかなか出て

くるチャンスはないかもしれませんが、一

応それは活用して掲載しているようにはし

ています。 

（笹委員） 

 分かりました、ありがとうございます。

ちょうど私どものハローワークのほうでも

その全体の周知ということでデジタルサイ

ネージ、足立区さんのを使わせていただい

て載せたところではあるんですけれども、

載せたじゃない、これから載せるんですけ

れども、もし、先ほどの公的表現ガイドに

関してもホームページで公開されているの

で例えばデジタルサイネージの中でこうい

うのが、足立区はそういう珍しいものとい

いますか、いいものをつくっているんだよ

ということと、例えばそのホームページの

ＱＲコードみたいなのを載せて一定時間流

していれば、興味がある方がいればでしょ

うけれども、ぱちっと見てホームページに

飛べるみたいな、そういったことも１つ方

法として、区のものでいらっしゃるから申

請というか、すぐにできるように私は聞い

たんですけれども、そういう方法もあるの

かなというのをちょっと思いました。すみ

ません。 

（石阪委員長） 

 動画ということに関して言えば、例えば

さっきこれ、出前授業のようなものをイメ

ージしましたけれども、例えば動画を撮っ

てそれを視聴してもらうのでもいいんです

ね。例えばこれを解説動画みたいなのを、

このメンバーでみんなの議論のプロセスで

もいいですけれども、こうやってできたん

だというところから始まって、これの使い

方であったりとか、そういうのをつくるこ

ともできますよね。いろいろ動画をもし使

うということであれば、サイネージも使っ

て流せるし。 

（笹委員） 

 そうですね。 

 サイネージでは最初短いもので、その続

きはこちらへみたいな形で誘導しちゃうと

いう方法は。 

（石阪委員長） 

 若い人は多分そのほうが見てくれる可能

性は高いですね。 

（笹委員） 

 多分そうでしょうね、はい。 

（石阪委員長） 
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 じゃ、どうぞ。 

（秋山委員） 

 ちょっと話変わっちゃうんですけれども、

教育現場の話なんですけれども、今その校

長先生たちにもこの公的表現ガイドを周知

してもらって、それを繰り返してもらう必

要性についてあったんですけれども、何か、

私は子どもが今、小学校４年生なんですけ

れども、子どものほうがこれを分かってい

るというか、例えば分かりやすく言うと、

男の子はピンク着ちゃいけないなんておか

しいよねと分かっていたり、だから女の子

が仮面ライダー好きというのは全然ありだ

よねとか、結構それで先生たちと逆に摩擦

というか、先生たちのほうがおかしいよと

子どもがもう言っているような時代になっ

ていることを私は感じているんです。 

 でも、ふと思うと、教える世代にこれが

身についてないのに、何で私の子ども世代

にそれが身についているんだろうというの

をちょっと不思議に思ったりしてて、だか

ら、何か教育の現場では、これをしっかり

身につけて自分で教えている先生ってもう

いるのかなと。何かだから、むらがあるん

じゃないかとちょっと思ったりしています。 

（笠井委員） 

 意外と子どもから聞く情報って多いじゃ

ないですか。その中でそれを感じることは

多くて、そのもとって何だろうとなると、

大体動画だったり、アニメだったり、そう

いうところから意外と普通に考えるような

教えがなされていたりする場合もある。ひ

ょっとしたらそっちじゃないかなと、ぱっ

と思いましたけれどもね。 

（秋山委員） 

 じゃ、自分で今のスタンダードというの

を学び取っているということですか。 

（笠井委員） 

 そう。ということは、既に世の中がそれ

を意識し始めていて、それが違った媒体か

ら子どもが学んで、大人は大人の時代があ

るじゃないですか。それで差が出ちゃって

いるのかなって。となってくると、それを

うまく埋めなきゃいけないのにこいつに役

に立つんじゃないですかという話になって

くるんですけれども、やっぱりもう子ども

は既にそういう状態になっているんでしょ

うかね。 

（石阪委員長） 

 ただ、子どものときはよくても、中、高、

大になるとそれが変わっていくということ

は往々にしてあるので、その教育の各所で

本当は打たないと、こういったものを、啓

蒙も啓発も発達全体に合わせた形でやって

いかないと、なかなか意味がないです。 

 確かに子どもはそうやって思うんですけ

れども、僕ら大学生になって接していると、

学生と、あれっと、子どもの頃は何だった

んだと話になるよね。意外にジェンダーと

いうものにとらわれて行動したりというの

は結構あるんですね。 

 では、ちょっと時間のほうもありますの

で。ただ、僕もちょっとここで共有させて

もらいたいのは、せっかくこれをつくった

のを、今庁内では共有しているというお話

を先ほどいただきましたけれども、もっと

積極的に外に向けてこれを発信していく必

要があるんじゃないかということは提言に

盛り込みたいと思いますし、まず教育機関

であったりとか、区内の組織はもちろんで

すけれども、場合によっては民間、町会、

自治会も含めていろんなところに広めてい

くと。 

 １つは、使い方としてみると、これはや

はり多様性への配慮ということはもちろん

ですけれども、もう一つはやっぱりこのア
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ンコンシャス・バイアスというものに対す

る気づきであったり研修、そういったとこ

ろでこれを活用してはどうかという意見も

出たということですね。 

 ということですので、多分区長もこれ、

意外にこれはいけると思うんですね。これ

をもっと広めようよということをおっしゃ

るんじゃないかと思うんですが、ちょっと

聞いてみないと分からないですけれども、

そういうことは提言したいと思います。 

 

５ 「性別役割分担意識」提言案について 

（石阪委員長） 

 それでは、ちょっと時間のほうがありま

すので、次のお話にいきたいと思います。 

 続いてですけれども、性別役割分担意識

のほうになります。場所で言うと５番目で

すね。「性別役割分担意識」提言案につい

て。これは前回いろいろお話を伺いました。

主にこれは分担意識をどうするかという話

よりも、次年度、今度アンケートをやるこ

とは決定していますので、このアンケート

の項目にどんなものを入れたいかとか、ど

んなものを盛り込むか、そういったところ

を中心に皆さんからご意見いただきたいと

思います。 

 お手元に今、貸出用とあって、この区民

意識調査の報告書がありますけれども、多

くがこれを踏襲する形で多分設問設定する

と思うんですが、例えばこういった質問を

あえて入れてはどうかとか、こういったこ

とを聞いてはどうかというところを皆さん

から今日ご意見をいただきたいと思います。 

 前回に関して言うと、たしか冒頭課長の

ほうからもありましたが資料１のところで

すね。フェイスシートにおける介護の実施

有無は、親の介護を連想させるため、発達

障がいのある子どもへのケアなど、子ども

への介護・看護も含む設問に変更すべきだ

という、これ１つありました。 

 それから、女性活躍の推進だけではなく、

男性の活躍に関する設問も必要ではないか

いと、男性の活躍ですね。それから、最後

の意見としては、Ｎですね。全体の数が少

ない回答。たしかに１桁とか少ないのあり

ましたけれども、標本としてこれは活用で

きないんじゃないかと、もっと回答数を上

げる工夫が必要であるということで、これ

は全体の回答数をやっぱり上げるというた

めの方法ですよね。このあたりも、もしも

皆さんからご示唆、アドバイスがあればい

ただければと思います。 

（内藤委員） 

 ちょっと１点いいですか。女性の活躍だ

けじゃなくてみたいなのありましたよね。 

（石阪委員長） 

 男性の活躍に関する説明。 

（内藤委員） 

 それって、私の記憶では、女性の活躍と

その会社、仕事での活躍というのは、男性

がいかに家事や育児を分担するかに関わっ

ているから、男性の育児、家事領域での活

躍というのが非常に重要だという文脈で出

た言葉じゃなかったかと。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

（内藤委員） 

 だから、括弧づきの活躍というか、とい

うことだと思うので、そういう項目がある

かと見てみると、最初のほうの女性の活躍

というところじゃなくて、多分ワーク・ラ

イフ・バランスのところに男性も女性も聞

いているから。 

（石阪委員長） 

 両方、聞いていますよね。 

（内藤委員） 
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 はい。そこで拾える話なのかもしれず、

でも、女性の活躍のために男性がどれだけ

育児、家事やっているかというので足りな

いものがあれば、そちらを聞くことでもう

ちょっと男性が家庭内で活躍してないとい

うことが明らかになるかもしれない。 

（石阪委員長） 

 家庭内で活躍してないということを可視

化させるということですね、だからね。 

（内藤委員） 

 そうです。女性は頑張って、つまり女性

は家事、家庭内でも今や女性の労働力など

と言われて、外でも活躍しろと言われて、

二重、三重の労働になっているわけですけ

れども、男性も家庭といいますか、育児領

域の１位に挙がっていた介護や発達障がい

の子どもの看護なども含めた男性の活躍と

いうのが可視化されるといいのかなという

ことだったと思います。 

（石阪委員長） 

 はい、どうぞ。 

（相澤委員） 

 これを読ませていただいてて、いろんな

設問に対して、最後のほうにコメントで定

量的な表現になっていて、何パーセントで

多くなっている、何パーセントでこっちが

多いとかいうので全部終わっているんです

けれども、今この時代なので、ここに集ま

ったデータで当然バイネームとかの個人情

報のところはマスキングさせてもらった上

で、生成ＡＩとかにぶち込んだときにこう

いう傾向ですよというのを出してくれるん

じゃないかなと思うんですけれども、そう

いうものはやられないんですかね。 

（石阪委員長） 

 これで言うと、今何パーセントである、

何パーセントであるという表現ありますよ

ね。 

（相澤委員） 

 はい。それはこういうことなんじゃない

かというような仮定を。 

（石阪委員長） 

 その理由とか原因とか、そういうところ

まで例えば踏み込んで分析しちゃうと。 

（相澤委員） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 本来の調査分析報告書って、分析が入っ

ている場合はそこまできちっと書くんです

けれども、これはあくまで意識調査の報告

書で数字を並べているだけなんですね。 

 これの検証というのはここではないです

ね、基本ね。これはあくまでアンケートの

開示なので。でも、今のご意見として、や

っぱりせっかくこういうのが出たんだから

原因や結果、あるいはその影響とか、そう

いうことも含めていわゆる分析コメントが

欲しいということですね。 

（相澤委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 これは、比較的ＡＩを使えば簡単にでき

るんじゃないかと。 

（相澤委員） 

 できると思います。 

（内藤委員） 

 多分、それはやろうと思えば、人であっ

てもＡＩであってもできるとは思うんです

けれども、多分全部に対してやる必要はな

くて、ここで取り上げるべき幾つかについ

て、最終的には人がチェックしないといけ

ないことだと思うんですけれども、比較対

象として足立区の以前なのか、それとも例

えば東京都のほかの自治体なのか、国の調

査との比較で足立区が抜きん出てこれが悪

いとか、そう言っていくのか、それはどれ
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を取るかは多分ここ次第で、それはあった

ほうが分かりやすいと思います。 

（石阪委員長） 

 つまり報告書は報告書でこれを完結して、

問題はその後ということですね。 

（内藤委員） 

 取り上げると。 

（石阪委員長） 

 取り上げて、それをピックアップして、

それを分析するようなプロセスが必要だと

いうことですね。 

（内藤委員） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 今、多分これで取って終わりという感じ

もしなくてもないので、これをどう活用す

るかとなったとき、まず分析ですね。これ

をただ調査やるだけじゃないですね、恐ら

くね。 

（鈴木課長） 

 計画に生かして、次の計画。 

（石阪委員長） 

 １番は計画とか次の事業に生かすための

数字を出すということですよね。 

（鈴木課長） 

 はい。 

（かねだ委員） 

 これはなかなか難しいのかもしれないん

ですけれども、前から思っていたんですけ

れども、足立区の中の地域性というのもす

ごく知りたいなとすごく思っていて、例え

ば千住地域とかは今新しく移民されている

方がたくさんいらっしゃったりするんです

ね。片や、なかなか新しい方というよりも

根づいている方がずっといらっしゃるとい

う地域もあって、そういうところによって

意識の差というのがどういうふうにあるの

かなというのがすごく分かるんじゃないか

なという。 

（石阪委員長） 

 これ、どうでしょう。例えば、ほかの調

査なんかはかなり地域別というのはやって

いらっしゃるのかな、足立区の場合。 

（かねだ委員） 

 どうなんでしょう、その辺ができるのか

どうか、例えばですけれども。 

（石阪委員長） 

 物理的に可能かどうかですね、それがね。 

（かねだ委員） 

 相手の方の自由だと思うんですけれども、

例えばですけれども、足立区のどこ、例え

ば西新井だったら西新井、東和だったら東

和というところまで個人情報、それぞれの

方の自由に出していただくというのは、区

が勝手に出してはなかなか難しいと思うの

で。 

（石阪委員長） 

 恐らく本人がちゃんとそこにチェックし

ないと駄目ですね、どこの地区を抽出する

か。 

（かねだ委員） 

 はい、その辺はどうなのかな。ちょっと

地域差というのを。 

（石阪委員長） 

 地域性がね、聞いてないのかな。 

（内藤委員） 

 地域は今聞いていました。 

（石阪委員長） 

 聞いている。 

（内藤委員） 

 町名は聞いてましたっけ。 

（かねだ委員） 

 町名まで聞いているんですか。 

（内藤委員） 

 聞いてないです。 

（石阪委員長） 
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 これ、ただ、報告書にはないということ

なのかな。ありましたか。 

（内藤委員） 

 たしか町名はフェイスには入ってない。 

（かねだ委員） 

 ないですよね。たしか、ないようなお話

だったので。ただ、分かるのは分かるんで

すよね。役所としては多分、区としては分

かるんだと思うんですけれども、それをな

かなか出せないという。 

（内藤委員） 

 出せる、分からないですよね。 

（かねだ委員） 

 分からない。 

（石阪委員長） 

 多分これ回答、分からないんじゃないか

な。誰がどこに住んでいるか、ひもづけは

できるんですか。 

（渡辺係長） 

 事務局です。 

 恐らくやろうと思えばできるんじゃない

かなと思うんですよね。抽出の段階で。 

（石阪委員長） 

 そうかそうか。 

（かねだ委員） 

 地域差、知りたいなと。 

（渡辺係長） 

 そうですね、答えてもらわなくても、例

えば絞り込みの中でやってしまう。 

（かねだ委員） 

 例えば足立区を幾つかブロックに分けて、

そのブロックによってどういう差があるの

かなというのは知りたいなと。 

（さの委員） 

 ブロックは何かでやっていた気がするん

ですよね。 

（ぬかが委員） 

 何かの調査でやった気がする。 

（さの委員） 

 ブロックだけは何かでやった。 

（渡辺係長） 

 多分ほかの調査でもやっているものはあ

ると思いますので。 

（石阪委員長） 

 ただ、細かな町名にすると個人が特定で

きる可能性があるので、１桁になっちゃっ

たとかね。 

（かねだ委員） 

 そうですね、はい。この地域ですみたい

な。 

（石阪委員長） 

 そうそう。 

（内藤委員） 

 そこはどこかと一緒にするとか、後で工

夫はできると思うんですけれども、多分か

ねださんのご関心としては、足立区全体で

やると平均的になっちゃうから、やっぱり

いいところもあるけれども、まだまだここ

を重点化したほうがいい地域もあるだろう

と。だから、それが分かるようにするとい

うのも１つありかもしれないですね。 

（石阪委員長） 

 あります、可能であれば、その調査の方

法がね。今そういうご意見もありましたの

で、ちょっと次年度どうするか、その地域

性というものを重視するかどうか。 

 ほか何かありますか。 

（松村委員） 

 今、地域性のお話で、私も前回地域がか

なり違うんじゃないかなと差を感じるんで

すね。メディアでも書かれてて、1,000万の

金銭の収入がある世帯というのが新田とい

うところとか、あと西新井、新しくできた

ところに非常に…… 

（石阪委員長） 

 足立区全体では300万円だよ。かなり低い
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ですよね。 

（松村委員） 

 ええ。だから、そこだけは文京とか中央

に準じている謎の都市があるみたいなもの

を見るので、私も非常にその辺が興味があ

って、それを何かもうちょっと分析すると

転入者がどんどん増えるんじゃないか、そ

こに男女参画で女性にも優しくてというも

のがあると、もっともっとシティのプロモ

ーションになるんじゃないかなという。 

（石阪委員長） 

 その地域がまた別のちょっと特徴があれ

ばということですね。 

（松村委員） 

 ええ、どうしてそういった特徴が出てき

ているのかというところを。 

（石阪委員長） 

 なるほど。 

（松村委員） 

 すみません、この調査なんですけれども、

もともとこれはランダムで取っているもの

なんですか。どこの地域からとかで抽出し

ているんではなく。 

（石阪委員長） 

 地域は関係ないですね。 

（松村委員） 

 全体。 

（内藤委員） 

 何か年代と性別のコントロールだけはさ

れていると前回言っていましたっけ。 

（渡辺係長） 

 年代と性別はある程度ばらけるようにし

ながらという形では取っています。 

（石阪委員長） 

 ですから、地域については本当に分から

ないですね。 

（松村委員） 

 分からないですね。 

（内藤委員） 

 ただ、さっきここに書いていただいたと

おり、いずれにしろＮ数、サンプルは大き

くしないと使えないものも出てくるので、

やっぱり回答率を上げる工夫というのはい

ずれにしても必要じゃないかな。 

（石阪委員長） 

 そうですね、Ｎ数は。今、回答率何パー

セントでしたっけ。30パーセントぐらい。 

（渡辺係長） 

 38くらいですかね。 

（石阪委員長） 

 一応出してない人に対しては何かプッシ

ュはしているんでしたっけ。 

（渡辺係長） 

 もう一回、勧奨をやってというのでやる。 

（石阪委員長） 

 何かプレゼントはないんですか、全然。

たまに自治体では結構やるんですよ。 

（渡辺係長） 

 前回はボールペンだったですけれども、

ただ、今回はまた何かインセンティブ等を

というのはちょっと検討はしています。 

（石阪委員長） 

 自治体によってはその地域で使うポイン

トを結構何百円分あげるとか、何千円分あ

げるとやっているところもあるんですけれ

ども。 

（渡辺係長） 

 前回、地域部長の茂木からもあったみた

いに、アマゾンギフト券をあげたという調

査もありますね。 

（石阪委員長） 

 あれは何かの調査ときにアマゾンを。 

（渡辺係長） 

 そうです、500円分。 

（内藤委員） 

 それで何パーセントぐらいになったんで
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すか。 

（渡辺係長） 

 それって外国人と日本人のアンケートだ

ったんですけれども、日本人で言うとほぼ

50パーセント。 

（石阪委員長） 

 すごいな、回収50とは。 

（渡辺係長） 

 結構上がってはいるという結果は出てい

ます。 

（さの委員） 

 ボールペン１個よりかはね。 

（石阪委員長） 

 よく我々が調査やるときは３割というこ

とは１つ目安にしているんですけれども、

50パー取れたというのはちょっとすごいで

す。なかなか取れないです。 

（鈴木課長） 

 ただ、アマゾンギフト券ですと、高齢者

の方が使い勝手が悪いというご意見もいた

だいています。 

（笠井委員） 

 今、PayPayとかでやっているじゃないで

すか、足立区でも。 

（石阪委員長） 

 高齢の方だと逆にその辺が使えない。 

（笠井委員） 

 意外と、それがそうでもないんですよ。

今、PayPay使えますかという。うち美容室

やっているでしょう。商品券で今PayPayの

ポイントでやっているんですけれども、小

規模店舗で使うのに、やっぱり金額がなか

なか満たないので、期限がいついつまでと

切られているから使わなきゃいけないと思

って、買った人はやっぱり意識的にPayPay

を一生懸命使っていらっしゃる。最近それ

がすごく目立っているので、うちのお店で

も、じゃ、高齢者の方も意外と使っている

んだなという部分が今あるので、それもあ

りなのかなと一瞬思いますね。 

（石阪委員長） 

 じゃ、定義に１つ入れておきましょうか。

何かこう、回答率を上げるためのインセン

ティブについてはご検討いただきたいと書

いて。これが何にするかはまたちょっと別

ですけれども。 

（笠井委員） 

 そうですね。ありっちゃありですよね。 

（石阪委員長） 

 ほかは何かありますか、調査について。 

（内藤委員） 

 あと、見ていくと、前回も申し上げたと

思うんですけれども、年代ってすごくサン

プル数が少なかったりするところもあるの

で。 

（石阪委員長） 

 ありますね、若いと。 

（内藤委員） 

 はい。何か、それでやっぱり高齢の方は

結構、女性の高齢の方が回答率が高かった

りして、時間的余裕なのか、関心の高さな

のか、この意識調査って。だから、そうす

ると、より取りたい男性が家庭面でやって

ないみたいなところが取れなかったり、あ

とは、若い人がやっているみたいなのも取

れてない。だから、そこを少し最終ライン

を、最終の回答率を想定して重くするみた

いなことをやっているんでしたっけ。同じ

数なの、年代で。 

（渡辺係長） 

 基本的に抽出の段階でしか分けてなくて、

だから、今おっしゃっているのは、若い人

には大きくまいてということですよね。 

（内藤委員） 

 そうです、はい。 

（渡辺係長） 
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 そういったのはやっていないので、今この

議論の中でやっぱりそういうふうなのはやっ

たほうがいいというんだったらご意見いただ

ければなと。 

（内藤委員） 

 そうですね。ウェブ調査じゃないんで、

最終でそろえることが難しいから、前回調

査を参考にして、最初にまく枚数を変える

という作戦ですかね。 

（石阪委員長） 

 ただ、１つ問題なのは、今度は前回との

比較がありますよね。そのときのサンプル

があまりにも変わってしまうと、一見上が

ったように見えたけど実はそうではなかっ

たというのもあるし、その辺ですね。 

（内藤委員） 

 なるほどね。ドラスティックには変えれ

ないしね。 

（石阪委員長） 

 なかなか難しいのかなという感じはしま

すね。だから、回答率を上げる分には多分

いいと思うんだけれども。 

（内藤委員） 

 でも、回答率を上げると、全体的に上が

ればいいんですね。 

（石阪委員長） 

 全体的に上がればいいと思うんですね。

そうじゃない場合、恣意的にちょっといじ

ると、いわゆる層化抽出を取るとちょっと

厳しいねということです。 

（内藤委員） 

 あと、地域性というのを見たいというの

と、あと年代ですよね。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

（内藤委員） 

 ここでは、やっぱり若い人はそうでもな

いけれども。 

（石阪委員長） 

 若い人はもうちょっとあってもいいと思

うんですけれども。 

（内藤委員） 

 年代と性別と地域。 

（石阪委員長） 

 はい。本当言うと、足立区のいわゆる人

口ピラミッドに沿った形で回収できれば一

番いいと思うんですよね。もともと多分高

齢者は多いと思うので、多くなるのは仕方

がないんですけれども、それがちょっと多

過ぎて若い人が少な過ぎると、これは足立

区の民意とは言えないかなという気もする

ので、人口ピラミッドを想定して最終結果

が出るようなのが本当は理想的ですね。 

 いかがでしょうか、調査については。次

年度これは実際に行われるわけですけれど

も。 

（さの委員） 

 回答期間って関係しますか。長ければい

いのか、それとももうある程度こう。 

（石阪委員長） 

 それも大事ですね。 

（さの委員） 

 あと、今のアンケートって一回、皆さん

隙間時間であるので、一旦止めてまた再開

したりとかって、一遍に…… 

（石阪委員長） 

 それが可能かどうかですね。 

（さの委員） 

 そういうのをやっぱり工夫していただい

て、例えば一旦中止してもまた再開できま

すよとなると、じゃ、ちょっと隙間時間に

何日か分けてやろうとか、一回駄目になっ

ちゃうと、回答したやつが全部駄目とかと

いうのはやっぱり限られた時間の中でも若

い方には特に何かトライしていただければ

なとちょっと思うので、それの工夫が少し
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大事かなとは思うんですけれども。 

（石阪委員長） 

 これは今分からないですよね、ちょっと

聞いてみないと分からないですね。 

（渡辺係長） 

 そうですね、まだ仕様書も固めてないと

ころではあるので、ちょっと参考にさせて

いただいて、どういうふうにできるのかと

いうのは事業者と調整します。 

（石阪委員長） 

 ただ、ウェブの回答もあるわけですよね。

ですので、回答の期間であったり、それと、

あとその途中でやめたときにまたそこから

スタートできるとか。 

（さの委員） 

 ちょっと電車乗っているときにやって、

また降りてちょっとできるといいかなと。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

（内藤委員） 

 １点、細かいことなんですけれども、皆

さん、このアンケート215ページの質問票を

見ていたけますか。 

 一番重要なのは、多分、分担をどうして

いるかというところをよく見ることになる

と思うんですよ、ここで性別役割のとき。

そのときに例えば自分で回答するとして、

あなた自身なのか、パートナーなのか、そ

れから分担しているのかというところにな

ってくると思うんですけれども、これが主

に私が分担とか、主に相手が分担というの

がなくて、分担が一番ボリューム増なんで

すね。見て分かりますかね。あなたとパー

トナー、配偶者で分担というところが問12。

普通じゃないですけれども、やっぱり女性

の場合は主に私が担当しているとか、男性

で言えば、主に妻が担当しているという。 

（石阪委員長） 

 同じ分担でも、その比重があると。 

（内藤委員） 

 分担も分担の比重が大分で、みんな結構

回答に困りそうな、半々の人はもちろんい

ると思うので、その場合はこれでいいかな

と思うんですけれども、ここを２つぐらい

に分けて、本当は経年で見るためにあれな

んですけれども、ここれを分割して、経年

で見るときはここを１つにできるように。 

（石阪委員長） 

 つまり主に自分が分担か、主にパートナ

ーが分担か、その２つに分ける必要がある

と。 

（内藤委員） 

 はい、そうですね。それと、従来の分担

ですか。 

（石阪委員長） 

 従来の分担というのは。 

（内藤委員） 

 これも取りたいですよね。 

（石阪委員長） 

 なるほど。 

（内藤委員） 

 だから２つになるというのかな。 

（石阪委員長） 

 そうすると、でも、サンプ…… 

（内藤委員） 

 ３個、３択か。 

（石阪委員長） 

 そう、３択なんです。ここの部分が、だ

から３つになるということですね。 

（内藤委員） 

 多分、でも、ここでこうやるとまた格差

が如実に表れやすいと思います。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

（内藤委員） 

 回答を見ても、結構分担のところが一番
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多いので、そうすると差別というか、偏り

が今見えにくくなっているんですよね、割

合。 

 それか、主にあなた自身、主にパートナ

ーにしちゃうか、こっちの左側。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

（内藤委員） 

 問12は主にが入ってないんですね、問題

文にも。どのように分担していますか、だ

から100パーあなた自身なのか、100パーパ

ートナーなのかで多分90と10の場合は結構

迷うかなと思うんです。多分分担、私だっ

たら分担に丸にするから、９対１でも。 

（石阪委員長） 

 だから、分担が増えるということですね。 

（内藤委員） 

 そうですね。９対１でも多分問題なので、

そこは１つ考えどころかなと思います。 

（石阪委員長） 

 どうでしょうか、ほかよろしいでしょう

か。 

 はい、どうぞ。 

（秋山委員） 

 214ページの問８のところについてちょっ

と思ったんですけれども、これって何か、

そのアンケートを受ける方が正社員なのか

パート社員なのかという質問とかなくて、

これ見ると多分正社員の人の選択肢が多い

のかなという感じがしてて、何か女性って

家のことやらなきゃいけないから第一はま

ず時間、子どもが日中学校に行っている間

しか働けないと、だから時間帯であったり、

あと家からの近さであったり、給料のよさ

も…… 

（石阪委員長） 

 これは何ページのどこでした。 

（秋山委員） 

 214ページの問８のところ。 

（石阪委員長） 

 214ページの問８。あなたが働く上で特に

重視することは何ですか。 

（秋山委員） 

 この項目って、何か基本的に正社員の人

の目線で見られた項目な気がしてて、私は

もう主婦なのでパートしか選べないんです

けれども、パートで選ぶときに選ぶ選択肢

がちょっと少ないから、その他に自分で考

えて書くしかなくて。 

（石阪委員長） 

 例えばどうでしょう、パートだったらど

んな選択肢があったら丸つけやすくなる。 

（秋山委員） 

 家からの近さとか、働く、自由にシフト

が選べるとか、急に休めるとか、何かそう

いうの、多分、項目にないと出にくい人も

いると思うので、正社員だけじゃなくてパ

ート社員の人が選びやすい選択肢を増やし

てほしいというのが１つと、あと、大前提

として、正社員なのかパートなのかという

ところもアンケートにないので、ちょっと

それも。 

（石阪委員長） 

 ありますね。 

（内藤委員） 

 228。 

（石阪委員長） 

 Ｆの３のところです。 

（秋山委員） 

 一番最後。本当だ、はい。じゃ、それは

大丈夫なんですね。 

 問８で、パート社員の人の目線での重要

視することもちょっと明らかにしたら、女

性はそういう目線で、そういう縛りがあっ

てしか仕事を選べないということも明らか

になるんじゃないかなと思います。 
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（石阪委員長） 

 確かに。16パーセントいる割には、確か

にパートは結構割合としてはあるんですけ

れども、答えづらいということなので、こ

の働くというところに関してはね。選択肢

が、そうですね、難しいところですね、こ

れは。 

（秋山委員） 

 ちょっとそうですね。 

（石阪委員長） 

 恐らくその他に書くことになるのかな、

そうすると。自由記述になってしまいます

ね。 

（秋山委員） 

 でも、やっぱり自分でわざわざ書く人っ

て少ないと思うので、設問として用意した

ほうがいいかなと思います。 

（石阪委員長） 

 入れておいたほうが、はい。 

（内藤委員） 

 今で、問８に追加の話でしたっけ。 

（秋山委員） 

 はい、問８の項目を増やしたほうがいい

んじゃないかという。 

（内藤委員） 

 そうすると、秋山さんの関心だと、制限

された働き方しかできない理由を聞いてほ

しいという感じですか。 

（秋山委員） 

 それもありますかね。 

（内藤委員） 

 多分、そのパートの日、不本意パート就

労ですよね。 

（石阪委員長） 

 実際、国の統計ありますよ。 

（内藤委員） 

 ありますね、はい。 

（石阪委員長） 

 パートで、不本意でパートをやっている

か、やりたくてパートやっているかで。 

（内藤委員） 

 それの項目がないから、逆にそれを入れ

たほうがいいかもしれないですね。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

（内藤委員） 

 それか、ここで今秋山さんおっしゃった

ような項目を８に入れる。でも、それは聞

いてもいいかもしれないですね。 

（石阪委員長） 

 それはあるかもしれない、そのパートや

っている人ですね。 

（内藤委員） 

 本来は正社員として働きたいのに働けて

ないかどうかということですね。 

（石阪委員長） 

 ほかどうでしょう。何かもし皆さん質問

で。 

（市川委員） 

 何か似たようなあれなんですけれども、

前回町会さんとか話を聞いたりとかしてて

思ったのが、要は望んでいない性別役割分

担は駄目なんじゃないとは思うけれども、

望んでいる性別役割分担というのもあるじ

ゃないですか、この間、前のとき町会さん

とかも。 

（石阪委員長） 

 そうですね、あれは女性としてやること

は別に自分たちは嫌じゃないと。 

（市川委員） 

 女性としてこれをやることは、そう、嫌

じゃないよと、逆に言ったら、男性もこれ

をやることは嫌じゃないよ。要は、望んで

いないことが問題であって、望んでいれば

いいわけですよね。 

（石阪委員長） 
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 そういうことです。そうなっています。

町内会は少なくとも、町会はそうです。 

（内藤委員） 

 あれは女性として望んでいたんですか、

男性として望んでいたんですか。 

（石阪委員長） 

 あれは多分…… 

（内藤委員） 

 あの人たちがやりたいからやっていたん

じゃなくて。 

（石阪委員長） 

 そう。だから…… 

（内藤委員） 

 ちなみに私は、干し柿とかジャム作りが

好きなんですけれども、こう見えて、これ

はいわゆる一般的に言うと女性的な台所へ

立ってする作業ですけれども、でも、仕事

をするのも好きという。 

（石阪委員長） 

 町会の人たちが言っていたのは、例えば

給仕をする、何か炊き出しをするとかはや

りたいという。 

（内藤委員） 

 やりたいけれども、女性の役割だから分

からないんじゃないですか。 

（石阪委員長） 

 だからかどうかは分からないけれども、

あの人たちはそう言っていたんですよ。 

（内藤委員） 

 女性役割だからって。 

（石阪委員長） 

 いや、女性部がそれをやりたいと。 

（内藤委員） 

 あの人たちが女性部にいてやりたいんじ

ゃなくて。 

（石阪委員長） 

 そうかもしれないけれども、少なくとも

女性部としてやることはそれはやりたくて

やっているんだから、これをシェアするの

はどうなんだと言われて、こっちとしても

そういうのを言えなくなっちゃったという

ことがあった。やりたいというものをみん

なでシェアをし…… 

（内藤委員） 

 だから、炊事サークルですよね。片野さ

ん、専門です。はい、どうぞ。 

（片野委員） 

 これね、すごい難しい問題で、やりたく

てやっている人もいるんですよ。例えば、

ただ問題は、女性だからそこに入らされる

という問題なの。女性が役員になったら最

初に女性部に自動的に入れられちゃう、う

ちの町会だと。そうしたら、私は女性部な

んか入りたくないです、私は青少年部です

とか言っても、もう入ってと言われちゃう、

これが問題。 

 だから、皆さん好きでやっている方もい

らっしゃるんです。私はこれで貢献できる

からと言っている。でも、私は全然貢献で

きませんとこの間も言いましたけれども、

貢献できない人もいるわけで、女性だから

全てそっちしか道がないのはおかしいとい

う話なんですよ。 

（市川委員） 

 だから、嫌な思いをしたことがあるかな

いかみたいな、そういうような、要はやり

たい人は別に嫌な思いしていないんだから

いいじゃないか、やりたくないからやらさ

れちゃうことが問題だよという、そこの部

分のところなんかはどうですかと。それっ

て家庭の仕事は、いやいや、別にいいんで

すよ、旦那さん作らなくて、私、女性でご

飯作るのが好きだからという女性もいれば、

だけど、仕事はこれは女性だから、男性だ

からと分けられるのは嫌だよと、介護はこ

れは男性、女性で分けられるのは嫌だよと、
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そのケース・バイ・ケースで答えが変わる

と思うんですよね。 

（石阪委員長） 

 変わりますね。 

（市川委員） 

 だから、そういうふうにやるのはどうか

なというのと、あとこれ、アンケートを取

るときに、これはうちなんかも会社で仕事

をやっているので、やっぱりいろんなアン

ケートをお願いしますと来るんですけれど

も、うちの場合ですけれども、足立区さん

から例えばアンケートの依頼が来たら書き

ます。だけど、それを外部の業者を使って

いたら、外部の業者が本当に足立区から頼

まれているかどうか僕は分からないから書

かないですというので、よく企業アンケー

トで、要は外部の委託業者です、どこどこ

から依頼されてちょっとアンケート取って

います、アンケート書いてくださいとかと

いうやつは僕は書かないんですよ。ただ、

ダイレクトに足立区さんからとか、東京都

からとか、何々省から。省が、まず…… 

（石阪委員長） 

 これはどうなんでしょう。調査会社に委

託した場合は、調査会社から足立区に委託

されていますと書かれるとちょっと答えづ

らいということですね。 

（市川委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 ダイレクトに来たら答えるけれども。 

（市川委員） 

 そうですね。その調査会社が僕は本当に

頼まれているかどうか、ただ単にこの会社

が情報を欲しいだけなのかが分からないか

ら書かないようにはしているんですね。 

（石阪委員長） 

 これは、でも、調査会社ですね、やっぱ

りね。 

（渡辺係長） 

 今検討しているのは調査会社を予定して

おります。 

（石阪委員長） 

 いわゆる送付のかがみ文みたいなところ

も。 

（内藤委員） 

 これは211ページに、前回のもあります。

サーベイリサーチセンターという業者が委

託されて、でも、調査主体はこちらなので。 

（石阪委員長） 

 これは一応足立区。 

（内藤委員） 

 問合せはちゃんと。 

（市川委員） 

 これって書かなくちゃ駄目なんですよね、

きっとね。委託会社側というのはね。 

（内藤委員） 

 基本的には、その内容に関わる質問はこ

ちらで受ける、行政でやるものは必ずそう

なっているはずなので、内容についてはこ

ちらに電話すれば大丈夫。分かりやすくな

っているはずです。 

（市川委員） 

 これ返信用封筒はダイレクトじゃないで

すよね。 

（石阪委員長） 

 どちらに届くような。 

（渡辺係長） 

 調査会社です。 

（内藤委員） 

 なるほどね。それは、でも一種の工夫で

して、行政に直接行っちゃうと回答しにく

いという声もあったりするので、一旦調査

会社を介してというのもあります。もちろ

ん、どっちもやれるんですよ。私たちも研

究機関で、研究機関に送らせることを頼ん
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だ場合もあります。そのほうがいい、その

代わりそれを今度は調査会社…… 

（石阪委員長） 

 調査会社で集計してもらうんですよね。 

（内藤委員） 

 はい、送るんで。 

（石阪委員長） 

 そうか。でも、送付先をこっちにしたら

大変ですね。全部わーっと来てしまうと多

分厳しいというのがあるので、全部それも

含めて委託をしているということです。 

（市川委員） 

 そこを書かなければいいのになとかいつ

も思うんですよね。 

（石阪委員長） 

 ただ、そういった考えも分かるので、こ

の辺はなるべくはここがやっているという

ことは伝わるような表記のほうが。 

（笠井委員） 

 本当だ。みんなもらえるんじゃないです

か。 

（石阪委員長） 

 今は併記されていますけどね、ちゃんと

ね。 

 今、前半のほうのお話もなかなかね、さ

っきご自身がやりたいと思っていること、

これが町会、自治会の場合はちょっとまた

特殊で、さっき言ったように女性部がでは

なく、多分やりたい人がたまたまここに来

てしまったんですね。来てしまって、自分

たちはこれがやりたいのに何で文句言われ

るんだみたいなことを言われるとこっちも

何も言えなくなってしまったんですが、中

には多分不満に思っていらっしゃる方や途

中で辞めてしまった方も結構いたはずなの

で、そういった方々の本来声というのを

我々は聞きたかったところではあるんです

けれどもね。 

（内藤委員） 

 それは、でもデータでは全部入って、問

12に現実と理想を聞いているんです。町内

会などへの地域活動への参加というのも87

ページにあって、現実と理想が乖離してい

ることもある程度。多分、市川さんがおっ

しゃるのはその乖離している部分を知れば

大丈夫ですよね。乖離してない人は問題な

いです。そういうことだと。 

（石阪委員長） 

 それでは、ちょっと時間のほうが４時に

近づいてきましたので、今いただいたご意

見のほうはちょっとこちらでまとめさせて

いただいて、またピックアップをして提言

のほうに折り込んでいきたいと思います。 

 それでは、実質的にかなり議論するのは

本日が最後で、２月にもう一回確認をして

もらう作業があるんですが、あと３月は今

度は講座の評価になりますので、実質的に

皆さんからいろいろご意見が出るというの

は今日が最後ということになります。 

 ただ、ここにいらっしゃる方の大半が任

期がまだ１年残っていらっしゃる方が多い

ので、引き続き積み残した議論については

次年度議論することもできると。ただ、議

員の皆さんはちょっと分からないかな、１

年でたしか変わっていくような感じだった。

どうなるかちょっと分かりませんが。 

 

６ その他 

（石阪委員長） 

 それでは、一応ここで言うと５番目のと

ころまで来ました。その他、課長、いかが

でしょうか。 

（鈴木課長） 

 １点、皆さんにお知らせがございます。

この推進委員会の会議の担当をしておりま

した女性が１人いたと思うんですが、柏村
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主査が担当していたところなんですが、こ

のたび異動となりまして、令和８年１月８

日付で物価高騰重点支援給付金担当課へ異

動となりました。 

（石阪委員長） 

 そうなんだ。大変なんだ。 

（鈴木課長） 

 区民の皆さん一人一人に給付金を配付す

るという重要な任務がありまして、そちら

に引き抜かれてしまいました。 

 なので、年度途中での異動ではございま

すが、今後は男女共同参画推進係長の渡辺

が本推進委員会を担当させていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 私のほうからは以上です。 

（石阪委員長） 

 ということは、１人減ったということで

すか。 

（鈴木課長） 

 そうなんです。今、１人減っているんで

す。 

（石阪委員長） 

 ４月以降はまだ分からないですね。 

（鈴木課長） 

 ４月にはそこの席、埋まるはずです。 

（石阪委員長） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 ですので、柏村さん、すごくよくやって

いただきましたけれども、これは一時的に

いなくなるのか、もうここからいなくなっ

てしまったのかちょっと分からないんです

けれども。 

（鈴木課長） 

 一時的ではないんです。 

（石阪委員長） 

 もう戻ってこないね。そうですね。 

（鈴木課長） 

 ただ、今回は庶務担当の係長として、少

なくとも１年３か月はということで異動し

てしまいました。 

（渡辺係長） 

 それで、おめでとうなんです。 

（鈴木課長） 

 そうです。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 

７ 事務連絡 

（石阪委員長） 

 それでは、続いて事務連絡になります。 

 お願いします。 

（渡辺係長） 

 私から２点、案内ございます。１点目で

す。お机にお配りましたファイルに口座振

替依頼書、いつものやつなんですけれども、

実は今回２部入っております。第４回、前

回の推進委員会なんですけれども、令和８

年分の源泉徴収税額が変更されたことに伴

って報酬の手取り額が30円から40円ほど増

額しております。なので、増額した金額の

ものでもう一度出力しましたので、第４回

の開催日の日付のみをそちらのほうは記入

いただいて、本日の開催分のほうにつきま

しては本日の日付をご記入くださいますよ

うお願いします。また、記入しましたらち

ょっと見えにくくなっているクリアファイ

ルのほうに入れて置いておいていただけれ

ばと思います。 

 ２点目です。お配りした資料に講座とイ

ベントのご案内をつけていますので、週末

のイベントですとか、あとはさらに翌週で

すね、レインボー映画祭という、うちでも

結構大規模なイベントございますので、そ

ちらのご案内となります。 

 私からは以上です。 

（鈴木課長） 
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 駐車券のは。 

（渡辺係長） 

 すみません、本日お車で来られている方

いらっしゃいますかね。ちょっと４階のほ

うにも確認したんですけれども、まとめて

無料券をお渡しするということができなか

ったので、お手数なんですけれども、４階

ちょっと立ち寄っていただいて無料駐車券

をもらうようにしてください。 

 私からは以上です。 

（石阪委員長） 

 よろしいですかね。 

 それでは、２月18日、２時から、今度は

Ｌ・ソフィアで恐らくできると思いますで、

そちらで会議できればと思います。 

 本日は、長時間にわたってどうもありが

とうございました。よろしいですかね。 

（鈴木課長） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 


